
様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

１．公的責任で自治体独自の求職相談窓口をつくり、雇用対策を強化するこ

と。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、総合就業支援拠点である「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」を

設置し、求職者に対する就職に向けたカウンセリング等の実施からハローワ

ークでの職業紹介まで、ワンストップの就業支援を行っております。 

 

○ 今後とも、ＯＳＡＫＡしごとフィールドを拠点に、一人でも多くの求職者

が、就業意欲に応じて働くことができるよう、取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 就業促進課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保証 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

２．働く人すべての賃金・安全対策など、労働基本権を保障すること。 

 

（回答） 

○ 労働者の賃金、労働安全対策等については、労働基準法、労働安全衛生法

などに定められており、労働基準行政等を所管する国の役割となっておりま

す。 

 

○ 大阪府では、今後とも、労働者・事業者の双方を対象として、労働者の権

利や労働安全等に関する啓発を行ってまいります。 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

３．自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、

すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 本府では、職員基本条例に基づき、「職員数管理目標」を策定しております。

今後とも、府民の生命・安全に関わる職種の確保や人材の多様化、組織の活

性化の観点からの計画的な採用を基本としつつ、適正な人員配置に努めてま

いりたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 人事課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

３．自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、

すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 本府では「民でできるものは民で」の理念の下、指定管理者制度やアウト

ソーシングなどを実施してきたところであり、今後とも、「競争の導入による

公共サービスの改革に関する法律（いわゆる公共サービス改革法）」等に基づ

き取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 行政経営課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

４．ブラック企業に対する大阪府・大阪市の対策本部を設置し、府（市）民

への相談窓口を設けること。 

 

（回答）※下線部所管外として回答 

○ いわゆるブラック企業に対する指導監督については、労働基準行政を所管

する国の役割となっております。 

 

○ 大阪府では、平成30年３月に大阪労働局長と大阪府知事において、「いわ

ゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」を行い、今年度においても長時

間労働の是正や年次有給休暇の積極的な取得に対する気運醸成を図るため、

11月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」と定め、経済

団体・業界団体への取組要請を行うとともに、セミナーを開催するなど、集

中的な啓発に取り組んでまいりました。 

 

○ 今後とも、国と連携しながら、労働相談センターにおける労働相談を通じ

たアドバイスや関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホー

ムページやメールマガジンでの情報提供などにより、引き続き、労働関係法

令の普及啓発に取り組んでまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

５．自治体が発注する工事や委託事業などで働く労働者の賃金を保障する公

契約条例を制定すること。 

 

（回答） 

○ 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注

視するとともに、引き続き、最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 契約局 総務委託物品課 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

 ６．中小零細企業対策について 

  イ．中小零細企業向けの公共事業を増やすこと。 

 

（回答） 

○ 「中小企業者向け官公需確保のための基本方針」に基づき、公共工事につ

いて、今後とも、中小建設業者等の受注機会の確保に配慮してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 事業調整室 事業企画課 

都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

６．中小零細企業対策について 

  ロ．地場産業の振興育成をはかること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、大阪産業の重要な担い手である中小企業に対して、経営・資

金・技術・人材面にわたる総合的な支援に取り組んでいます。 

 

○ 地場産業の振興に関しては、ものづくり総合支援拠点「ＭＯＢＩＯ（もの

づくりビジネスセンター大阪）」で、ビジネスマッチング、販路開拓、産学連

携相談、知的財産活動支援、セミナー開催などにより総合的な支援を行って

いるほか、「地方独立行政法人大阪産業技術研究所」では、技術相談、依頼試

験等を通じて、技術面での支援を行っています。 

 

○ 今後とも、ＭＯＢＩＯと大阪産業技術研究所を中心に様々な支援機関等と

も連携しながら、府内地場産業の振興育成を図ってまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

６．中小零細企業対策について 

ハ．制度融資を拡充し、申請権の保障と添付書類を簡素化すること。申請・

相談窓口の拡充を行うこと。大阪市は各区役所に申請・相談窓口を復活

させること。 

  
（回答） 

○ 大阪府の制度融資については、金融セーフティネットをしっかり確保する

とともに、金融と経営支援の一体的な取組みの推進により、中小企業の頑張

りを応援するような制度となるよう充実に努めているところです。 

 

○ セーフティネット融資については、「経営安定サポート資金」の十分な融資

枠を確保し、国に指定された災害による被害や国指定の不況業種等で、売上

の減少等により経営の安定に支障を来たしている中小企業の資金繰り支援に

万全を期しています。加えて、令和 7 年８月には、米国関税措置や物価高騰

による影響を踏まえ、「経営安定サポート資金（経営安定資金 米国関税措置

等）」を創設しました。 

また、国制度終了により令和７年３月末に受付終了した「新型コロナウイ

ルス感染症経営改善サポート資金」の後継制度として、令和７年４月より「経

営改善サポート資金（再生支援強化型）」を創設し、事業再生に取り組む事業

者を継続的に支援しています。 

 

○ 中小企業の成長を支援する融資については、「小規模企業サポート資金」を

融資期間が１年以内の場合は一括返済可能とし、短期資金としても利用でき

るよう制度拡充を行うとともに、保証付き融資と金融機関のプロパー融資（保

証協会の保証を付さない融資）の同時実行等により中小企業を支援する「チ

ャレンジ応援資金（金融機関協調支援型）」を創設しました。 

 

○ 制度融資の添付書類については、金融機関提案型融資の一部を除き、国が

行う「信用補完制度」を土台としていることから、全国共通の取扱いを基本

とし、制度の目的等も踏まえ、必要な事項を定めているところです。 

 

 

○ 信用保証制度に関する相談窓口について、信用保証協会合併を機に「大阪
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産業創造館」に開設した創業・経営支援の拠点となる「サポートオフィス」

をはじめ、各種セミナーでの個別相談会を通じて利用者サービスの向上に努

めています。 

 

○ 大阪市内の各区役所における申請・相談窓口の復活につきましては、大阪

市にご要望ください。 

（回答部局課名） 

商工労働部 中小企業支援室 金融課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

６．中小零細企業対策について 

  ニ．中小零細企業への仕事づくりや生活支援、防災の観点から住宅リフォ

ーム助成制度を実施すること。また、住宅保持の観点から分譲マンシ

ョンも助成対象とすること。 

（回答） 

○ 大阪府では、府民の安全・安心の確保のため、市町村と連携した耐震改修

補助等の助成を実施しています。 

 

○ また国においても、既存住宅の長寿命化・省エネ化等を促進するための「長

期優良住宅化リフォーム推進事業」や、高齢者、障がい者、子育て世帯等の

居住の安定確保を図るため、空き家等の既存住宅等を改修して住宅確保要配

慮者専用の賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用

賃貸住宅改修事業」等の補助事業のほか、リフォーム促進税制や住宅ローン

減税、住宅金融支援機構における融資制度など、リフォーム市場活性化に向

けたさまざまな支援制度が用意されており、府としても積極的に府民への周

知に努めているところです。 

 

○ 引き続き、府民が安心してリフォームを行えるよう、環境整備に取り組ん

でまいります。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 事業調整室 都市防災課（傍線部について回答） 

住宅建築局 居住企画課（波線部について回答） 

住宅建築局 建築環境課（二重線部について回答） 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（１）自治体として当面次のことを実現すること。 

７．大阪府の最低賃金を大幅に引きあげ、全国一律最低賃金制度と雇用の真

の男女平等を確立し、当面時給1500円以上とすること。また、最低賃金を

保障するための中小企業支援策も講じること。 

（回答） 

○ 最低賃金の決定については、最低賃金法に基づき、中央最低賃金審議会答

申の内容や関係労使の意見等を参考にしながら地域の実情に応じた適正な最

低賃金の改正のための審議を行う各地方最低賃金審議会の答申を尊重して、

各都道府県労働局長が決定することとなっております。 
 
○ 大阪府では、最低賃金の引上げについて、全ての労働者の賃金の最低額を

保障するセーフティネットとして十分に機能するよう、地域の実情に応じた

継続的な引上げを国に対し、要望を行っているところです。 

今後とも、最低賃金の引上げ状況を注視しながら、国に要望を行ってまい

ります。 
 
○ 雇用における男女平等の取扱いについては、「男女雇用機会均等法」におい

て、募集・採用に係る性別を理由とする差別の禁止をはじめ、妊娠・出産等

を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められており、また平成 29 年１月

１日より妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する

行為をすることがないよう防止措置義務が追加されました。 
 
○ 同法において、企業に対する指導は国の権限となっていることから、大阪

府では、国と連携しながら、同法を含む労働関係法令を解説した啓発冊子の

作成・配布を行うなど、事業主をはじめ広く府民に対し、労働関係法令の周

知に努めております。 
 
○ 中小企業への賃上げ支援については、企業自身が稼ぐ力を身に付けること

が重要であるため、価格転嫁の促進とともに、生産性向上や販路開拓への支

援などを通じ、賃上げを実現できる環境整備に取り組んでおります。 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 

商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（２）国に要求すること。 

４．全国一律最低賃金制度と雇用の真の男女平等を確立し、当面時給 1500

円以上とすること。また、最低賃金を保証するための中小企業支援策も講じ

ること。 

（回答） 

○ 最低賃金の決定については、最低賃金法に基づき、中央最低賃金審議会答

申の内容や関係労使の意見等を参考にしながら地域の実情に応じた適正な最

低賃金の改正のための審議を行う各地方最低賃金審議会の答申を尊重して、

各都道府県労働局長が決定することとなっております。 
 
○ 大阪府では、最低賃金の引上げについて、全ての労働者の賃金の最低額を

保障するセーフティネットとして十分に機能するよう、地域の実情に応じた

継続的な引上げを国に対し、要望を行っております。 

今後とも、最低賃金の引上げ状況を注視しながら、国に要望を行ってまい

ります。 

 

○ なお、中小企業の持続的な賃金引上げに向けた支援について、適切な価格

転嫁を促進する環境整備を行うとともに、中小企業等の人材確保・育成に加

え、生産性向上や販路開拓など稼ぐ力の向上に資する支援の強化を、国に対

して要望しています。 
 
○ また、雇用における男女平等の取扱いについては、「男女雇用機会均等法」

において、募集・採用に係る性別を理由とする差別の禁止をはじめ、妊娠・

出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められており、また平成 29

年１月１日より妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を

害する行為をすることがないよう防止措置義務が追加されました。 
 
○ 同法において、企業に対する指導は国の権限となっていることから、大阪

府では、国と連携しながら、同法を含む労働関係法令を解説した啓発冊子の

作成・配布を行うなど、事業主をはじめ広く府民に対し、労働関係法令の周

知に努めております。 
 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 
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 様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（２）国に要求すること。 

５．労働者派遣法を廃止すること。派遣労働者・有期雇用労働者・パートタ

イマーや内職・家内労働を含め、労働基本権を確立し、生存権を守ること。 

（回答） 

○ 労働者派遣法については、「労働者派遣事業の許可制への一本化」や「労働

者派遣の期間制限の見直し」、「均衡待遇の推進」などを柱とした改正が行わ

れ、平成27年９月から施行されております。 
 
○ 加えて、平成 30 年６月に「働き方改革関連法」が成立し、労働者派遣法

も改正され、令和２年４月から正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不

合理な待遇差が禁止されることとなりました。 

 

○ また、有期雇用労働者やパートタイム労働者については、労働基準法に加

え、労働契約法やパートタイム労働法に労働者が働く上で守られるべき基本

的な権利が定められており、家内労働については、「家内労働法」により最低

工賃等が定められております。 
 
○ これらの関係法令については、労働基準監督署をはじめ国の関係機関にお

いて、その遵守が図られるよう指導や啓発等が行われているところです。 
 
○ 大阪府では、関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホー

ムページでの情報提供などにより関係法令の周知・普及に努めていることに

加え、具体的な労働相談においても適切な解決が図られるよう対応している

ところです。 
 
○ 今後とも、関係法令の遵守等に向けた普及啓発と労働相談センターにおけ

る労働相談の実施に努めてまいります。 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

 



 - 14 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

３．まともな仕事と賃金の保障 

（２）国に要求すること。 

６．ブラック企業に対する対策本部を設置し、相談窓口を設けること。企業

名も公表すること。 

 

（回答） 

○ いわゆるブラック企業に対する指導監督については、労働基準行政を所管

する国の役割となっております。 

 

○ 大阪府では、関係セミナーの開催、リーフレットや啓発冊子の配布、ホー

ムページでの情報提供などにより関係法令の周知・普及に努めていることに

加え、具体的な労働相談においても適切な解決が図られるよう対応している

ところです。 

 

○ 今後とも、関係法令の遵守等に向けた普及啓発と労働相談センターにおけ

る労働相談の実施に努めてまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

 

 



 - 15 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

２．個人事業税の事業主控除を大幅に引上げ、減免基準を明確にし、制度を

拡充すること。 

（回答） 

 

○ 個人事業税の事業主控除額は、年額で290万円となっているところです。

これは地方税法の規定により全国一律の額として定められているものです。 

○ 個人事業税の本府の減免基準は、 

（１）災害等により事業用資産などにつきまして甚大な損害を受けられた方 

（２）生活保護法第12条による生活扶助を受けておられる方 

（３）生活保護法第 13 条から第 18 条による教育扶助、住宅扶助等の各種扶

助を受けられている方並びに児童扶養手当法第４条による児童扶養手当等

の支給を受けられている方又はこれらに類する公的扶助を受けられている

方で、生活困難の事情があると認められる方としております。 

また、減免基準や手続きにつきましては、納税通知書を送付する際にお知

らせ文書を同封しご案内するとともに、府税事務所に備え付けています「（各

税目詳細版）個人事業税のしおり」や、府税のホームページ「府税あらかる

と」（https://www.pref.osaka.lg.jp/o050030/zei/alacarte/index.html）

の「府税のしおり（大阪府税の概要・個人事業税）」でご案内しています。 

○ 減免は、税負担が著しく困難と考えられる場合に限定的に取扱うこととし

ています。 

なお、減免の基準に該当しない場合で、事業税を一時に納付することが困

難な方に対しましては、個々の事情を十分にお聞きし、納税の猶予措置等を

講じることとしています。 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 徴税対策課 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o050030/zei/alacarte/index.html
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

１．税務相談停止命令制度は廃止し、納税者の権利を守ること。 

 

（回答） 

○ 税務相談停止命令制度は、税理士等でない者が税理士業務を反復して行う

ことにより、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するた

めに緊急性がある場合への対応として、財務大臣が命令を行う制度として創

設されたものと承知しています。 

税理士制度のあり方につきましては、国において総合的に検討されるべき

ものと考えております。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 税政課 

 

 

 



 - 17 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

２．小規模事業者（免税事業者）が取引から排除される恐れのあるインボイ

ス制度は廃止すること。 

３．消費税について 

イ．消費税は廃止をめざし、当面5％に戻すこと。 

ロ．緊急措置として食料品など生活必需品は非課税とすること。 

ハ．インボイス制度は廃止すること 

ニ．消費税の課税最低限は3千万円に戻すこと。 

（回答） 

○ 消費税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で議論されるべきも

のと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 税政課 

 

 

 



 - 18 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

５．大企業・大銀行・大資産家への優遇税制をやめ、低所得者に対する大幅

減税をすること。 

（回答） 

○ 企業課税や個人所得課税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で

議論されるべきものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 税政課 

 

 

 

 



 - 19 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

６．給与所得控除と年金控除は引き上げること。 

７．人的控除の額を引き上げ、老年者控除、年少扶養控除は復活させること。 

11．生活費非課税の原則を守り、課税最低限を引き上げること。当面、生活

保護基準以下（4 人世帯 350 万円）は非課税にすること。基礎控除は 120

万円に引き上げること。 

13．年金からの天引き保険料は、扶養者の社会保険料控除として認めること。 

 

（回答） 

○ 所得控除のあり方、種類、控除額につきましては、国民の生活水準、住民

の負担の状況、税体系全体のバランス等を踏まえ、国において総合的に検討

されるべきものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

 

財務部 税務局 税政課 

 

 

 



 - 20 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

８．赤字の中小企業にも課税される外形標準課税は実施しないこと。 

 

（回答） 

○ 外形標準課税の制度のあり方については、引き続き国の動向を注視してま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 税政課 

 

 

 



 - 21 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

９．住民税を年金から天引きしないこと。 

 

（回答） 

○ 住民税の賦課徴収のあり方につきましては、国において総合的に検討され

るべきものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 税政課 

 

 



 - 22 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

17．個人事業主の自家労賃を経費として認めること。 

 

（回答） 

 

○ 個人所得課税のあり方等は、国の税制度全体の中で議論されるべきものと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 徴税対策課 

 

 

 



 - 23 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

４．税制の民主化について 

（２）国に要求すること。 

18．家族従業者の働き分を認めない所得税法第56条は廃止すること。 

（回答） 

○ 所得税のあり方につきましては、国の税制度全体の中で議論されるべきも

のと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 税務局 徴税対策課 

 



 - 24 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

８．生活資金について 

３．母子・父子・寡婦福祉資金は原資を大幅に増やすこと。手続きを簡素化

し、連帯保証人なしでも無利息とするなど借りやすい制度に改善すること。

就学支度資金については、入学に間に合うよう決定を早めること。 

 

（回答） 

○ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の原資については、貸付の実績・動向を

踏まえ必要な額を確保しております。 

 

○ また、手続きについては、これまでも運用改正や必要書類の見直しにより

簡素化を図ってきているところです。 

 

○ なお、修学資金・就学支度資金・修業資金の３資金については、条件によ

り連帯保証人なしでも無利子で貸付を実施しています。その他の資金につい

ても、連帯保証人がある場合は無利子、連帯保証人がない場合も年利 1.0％

で貸付を実施しています。 

 

○ 就学支度資金については、高校受験や専願での大学受験等は受験票での申

請受付・貸付決定を行い、合格決定後、速やかに借用手続、資金を交付する

など手続きの期間短縮に努めております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 

 



 - 25 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

２．高齢者への行政訪問を行い、実態を緊急に把握して対策を講じること。 

 

（回答） 

○ 単身高齢者の急増など都市型高齢化が進展していく中で、要援護者の早期 

発見、継続的支援につなげていくため、地域包括支援センターでは、総合相 

談業務として、本人・家族等からの相談内容に応じた適切な情報提供や、状 

況に応じて適宜判断し、専門職による継続的・専門的な個別支援を実施して 

おります。 

また、地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワーカー、民生委

員・児童委員をはじめとした地域の多様な主体との連携体制の構築も、引き

続き、進めてまいります。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

 

 

 

 



 - 26 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 ３．防水性の緊急通報機器、電磁調理器、歩行支援具、杖、補聴器、福祉電 

話などの日常生活用具の支給品目を拡充すること。 

 

（回答） 

○ 緊急通報機器、歩行支援具、福祉電話等の日常生活用具給付等事業につき 

ましては、平成18年度に市町村へ一般財源化されており、市町村において、 

必要性に応じて判断するものと考えます。 

なお、一人暮らし高齢者が、急病といった緊急時をはじめ健康に不安があ 

る場合でも安心して生活できるように、医療情報キット等を配布するなど、 

市町村においては、創意工夫による見守り体制の充実に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

 

 

 

 



 - 27 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

４．だれもが入所できる低額なグループホームをつくること。 

 

（回答） 

○ グループホームについては、市町村及び大阪府の高齢者計画において市町

村が地域の実情に応じて見込んだサービス量を元にそれぞれ整備量が定めら

れており、今後とも市町村と連携をしながら、計画的な整備に取り組んでま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

 

 



 - 28 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

５．高齢者の入浴する権利を保障するため、安全に入浴できる公的施設の 

建設や住居の浴室改装費用を給付するなどの手立てをとること。 

 

（回答） 

○ 介護保険制度における入浴に関するサービスは、要介護者等に対する居宅

での「訪問入浴介護」、老人デイサービスセンター等で提供する「通所介護」、

施設における「短期入所生活介護」（ショートステイ）、入浴補助用具の購入

費用を支援する「特定福祉用具販売」等があります。 

 

○ 住宅の改修については、段差の解消や手すりの据付け等、浴室に係るもの

についても保険給付の対象となっています。 

  ただし、個人資産の形成につながる面があり、また、持ち家の居住者と改

修の自由度が低い借家の居住者との公平性を考慮し、小規模なものとならざ

るを得ないと国により示されているところです。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

 

 

 

 



 - 29 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

６．老人医療費助成（無料）制度を復活させること。 

 

（回答） 

○ 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、

事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国におい

て実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望

しています。 

 

○ 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成

２８年２月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意

見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方を

とりまとめ、平成２９年２月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助

制度の再構築が決定し、平成３０年４月に新制度として開始しました。 

 

○ 具体的には、６５歳以上の重度ではない老人医療対象者は３年の経過措置

をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに

対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、

これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対

象に加えました。また、令和３年４月から精神病床への入院について助成を

実施しています。 

 

○ 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネッ

トとしての役割を果たしていきます。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

 

 

 



 - 30 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 ９．街かどデイハウスへの補助金を拡充すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府は広域的自治体として、住民に身近な市町村が実情に応じてサービ 

スの提供を行えるよう、財源を確保し広域的な視点でバックアップを行うこ 

ととしています。 

市町村における高齢者の生きがいづくりや健康づくりの取組である街かど 

デイハウスについても、この考え方に基づき、地域福祉・高齢者福祉交付金 

により支援しているところです。 

 

○ 地域の実情に沿った高齢者福祉サービスを行う市町村については、多様な 

サービス提供のあり方も見据えつつ、地域福祉・高齢者福祉交付金等により 

支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

10．高齢者福祉を拡充すること。 

イ．65歳以上の高齢者に電車・バス・地下鉄・オンデマンドバスなどの 

  無料乗車証を支給すること。また、社会参加や日常生活に支障のない 

よう、公共交通の拡充やタクシー券を発行すること。 

（回答） 

○ 無料乗車証の支給につきましては、各サービスの事業主体である、鉄道会 

社、バス会社等において検討・判断されるべきものと考えております。 

 

○ また、公共交通の拡充やタクシー券の発行については、住民に身近な市町 

村が創意工夫を凝らし、地域の実情に応じて、実施すべきかどうかについて、 

判断されるべきものと考えております。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 10．高齢者福祉を拡充すること。 

ロ．予防・治療・リハビリ・介護などの総合的な制度を負担なしで完全実 

  施すること。 

（回答） 

○ 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えることを基本理念として 

おり、介護保険の利用料は、サービスを利用する方と利用しない方の公平を 

保つため、サービスを利用する方にご負担をお願いするものです。 

 

○ また、低所得者の利用料の負担を軽減するために、所得に応じた利用者負 

担額に上限が設けられるなど、一定の配慮がされております。 

 

○ 介護保険は、介護を社会全体で支えるために、国において創設された制度 

であることから、利用料の軽減についても、国において必要な措置が講じら 

れるべきものと考えており、今後も低所得者が必要なサービスを利用できる 

よう、必要に応じ国に働きかけてまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

10．高齢者福祉を拡充すること。 

ロ．予防・治療・リハビリ・介護などの総合的な制度を負担なしで完全実 

施すること。 

（回答）※下線部について回答 

○ 本府においては、後期高齢者医療制度に係る医療給付や保険料軽減分に対

する負担など、一定の予算措置を行っているところですが、本制度は、国の

制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者である後期高齢者

医療広域連合が運営するものであり、本府としては、これら法定の負担以外

に、独自の保険料減免措置等に対する財政支援を行うことは考えておりませ

ん。 

 

○ 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用

していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し

つつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療

広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善

を求めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（２）国に要求すること 

１．老人医療制度の対象年齢を65歳以上とし、無料制度を実施すること。 

 

（回答） 

○ 現状の福祉医療費助成制度において、障がいのない高齢者の方を対象とし

た医療費助成の構築を国に要望する予定はございません。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

９．高齢者対策について 

（２）国に要求すること 

 ２．加齢性難聴などの補聴器は保険適用し、購入費用の助成制度を実施する 

こと。 

 

（回答） 

○ 介護保険制度においては、加齢に伴って心身の機能が低下し日常生活を営

むのに支障がある場合、要介護者等の日常生活上の便宜を図るため、福祉用

具貸与等により支援が行われています。この福祉用具貸与等については、国

においてその有効性、安全性、保険適用の合理性等が評価、検討されたうえ

で、その対象が定められていますが、補聴器については含まれておりません。 

 

○ 現在、国において、補聴器による認知機能低下の予防効果を検証するため

の研究が行われており、府としては、引き続き、このような国の動向を注視

するとともに、助成制度の創設について国へ働きかけてまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

１．児童手当は支給額を引き上げ、支給は毎月支給にすること。 

 

 

 

 

 

（回答） 

○ 児童手当については、こども未来戦略に基づき、改正児童福祉法が令和 6

年10月 1日より施行され、令和6年10月分から所得制限の撤廃、高校生

年代までの支給期間の延長、多子加算について第３子以降を３万円とする、

支給月を年３回から 6 回払いに見直す等、制度の抜本的拡充が行われたとこ

ろでありますが、本府においては児童手当の支払が円滑に実施できるよう取

り組むとともに、今後も府内市町村における支給状況も鑑みながら、国への

働きかけについて見極めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 

 

 

 

 
 

 



 - 37 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

２．ひとり親世帯への就労支援策を充実すること。 

 

（回答） 

○ ひとり親世帯への就労支援については、令和２年６月に開設した府立母

子・父子福祉センターにおいて、就業相談、就業支援講習会の開催、就業情

報の提供など総合的な就業支援を行っております。 

 

○ 令和７年３月に策定した「第五次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画」で

は、ひとり親家庭等に対する就業支援やセンターにおける相談機能の充実な

どを重点施策に位置づけて取り組んでおります。 

 

○ 今後とも市町村をはじめ府商工労働部や大阪労働局などの関係機関及び関

係施策との連携強化を図りながら、さらなるひとり親家庭等の就業支援に努

めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 
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様式 ２ 

 
回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

10．子育て・保育について 

３．児童扶養手当について 

イ．所得基準と支給額を大幅に引き上げ、就労の有無など受給年数による 

支給制限はしないこと。 

ロ．申請を簡素化すること。認定については本人の所得のみとすること。 

当面、親族との同一世帯であっても生計を別にする場合は本人の所得の

みの認定とすること。 

ハ．遺棄など手続きについては、本人の申請にもとづき、民生委員の証明（独

身証明）を求めないこと。 

ニ．扶養親族数などは現況で認定すること。 

ホ．認定は実態でおこない、申請書のみでも受理し、申請日から支給するこ

と。申請は所得証明のみでおこない、民生委員の介入はしないこと。 

へ．失業などの所得減少があった場合は、現況に応じて認定すること。 

ト．公的年金との併給は、全額を支給すること。 

チ．支給は毎月支給にすること。 

リ．更新手続きは、休日・夜間など時間外受付を行い、郵送でも受付けるこ

と。 

（回答） 

○ 児童扶養手当の支給に関する事務については、都道府県、市及び福祉事務

所を設置する町村において、法定受託事務として執行しているところであり、

手当の受給資格認定、支給等については、法令で定められた要件に沿って適

正に行うことが要請されています。 

 

【イについて】 

○ 手当の支給額については、児童扶養手当法及び同法施行令に規定されてい 

るところですが、令和 6年 11 月分から、受給者の所得制限限度額が引き上

げられ、支給額についても第３子以降の加算額が第２子と同額となり、拡充

されました。 

 

○ また、平成 20 年度より実施されている、受給期間が５年を超える方等に

対する手当の一部支給停止に係る措置につきましては、受給者が就労してい

る場合（就労に向けた活動を行っている場合を含む）や病気等のやむを得な

い理由により就労ができない場合には、一部支給停止措置を行わないことが

可能であることから、こうした条件に合致する方に対する一部支給停止適用

除外届の提出勧奨に努めるなど、きめ細かな対応を行っているところです。 
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○ しかしながら、一部支給停止措置の制度については、実際に制度が適用さ

れる者が非常に少数であり、制度がその趣旨に沿って有効に機能していると

はいえない状況にあり、受給者が行う事務手続きが煩雑であることから、制

度の廃止も含めた見直しを行うよう国に要望しているところです。 

 

【ロについて】 

○ 手当の支給制限については、児童扶養手当法の規定により、本人所得の他、

配偶者及び受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得額に応じて行われる

こととなっています。 

 

○ なお、扶養義務者と同一世帯で同居している場合については、原則として

生計同一と考えられますが、生計を別にしている事実があり、客観的な証明

がある場合、当該扶養義務者の所得については支給制限の対象となりません。 

 

【ハについて】 

○ 遺棄を事由とする手当の請求については、父（又は母）が児童を１年以上

遺棄しているという本人からの申立てを聞き取り、遺棄調書等を作成し、監

護意思及び監護事実を確認した上で、町村窓口において申請を受理していま

す。 

 

【ニについて】 

○ 扶養親族数については、児童扶養手当法において、前年所得に係る所得税

法上の扶養親族数等に基づき行うこととされているところです。 

 

【ホについて】 

○ 認定については、受付窓口である町村と協力の上、請求者の生活実態を的

確に把握していくよう努めること、とされています 

 

○ 提出書類については、児童扶養手当法施行規則及び国通知により必要な添

付書類が定められており、また、支給開始時期についても、児童扶養手当法

で請求日の翌月から支給するものと定められています。 

  

○ なお、手当の性格上、受給資格の審査・認定において、請求者の生活実態

についての聞き取り等をおこなうことがありますが、その際、手当の支給要

件と直接関係のないことについては聴取しない等、請求者の人権、プライバ

シーに十分配慮するよう努めております。 

 

【へについて】 

○ 手当の支給にあたっては、児童扶養手当法及び同法施行令により、当該年

度の地方税に係る所得（前年の所得）額に応じて手当の支給を制限すると定

められています。 
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【トについて】 

○ 児童扶養手当は、二重の社会保障給付になることを避けるため、公的年金

との併給制限が行われていましたが、平成 26 年 12 月の児童扶養手当法の

改正により、公的年金の支給額が児童扶養手当の支給額より低い場合は、そ

の差額分の児童扶養手当を支給できるようになりました。 

 

○ なお、令和３年３月分の手当以降については、児童扶養手当の支給額が障

がい基礎年金の子の加算部分の支給額を上回る場合は、その差額を児童扶養

手当として、あらたに受給できるようになりました。 

 

【チについて】 

○ 児童扶養手当の支給回数については、国会で審議され、厚生労働省による

地方公共団体への実態調査を経て検討された結果、令和元年 11 月から隔月

支給に変更されたところです。 

 

○ 本府においては、児童扶養手当の支払が円滑に実施できるよう取り組むと

ともに、府内市町村における支給状況も鑑みながら、国への働きかけについ

て見極めてまいります。 

 

【リについて】 

○ 児童扶養手当は、毎年８月に児童扶養手当現況届を提出することとされて

おり、それ以外にも父又は母が一定の障がいの状態にある場合の有期更新、

住所変更や公的年金受給の場合など各種届出が必要です。 

 

○ 当該手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を

図ることを目的としており、相談支援も兼ねて原則窓口対応としていること

から、開庁時間内での手続きとしています。 

 

○ なお、町村によっては、当該町村の実情に応じ、現況届提出時期の時間外

対応日の設定、事前連絡があった場合の時間外対応、また、やむを得ない場

合の郵送受付なども行っております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

４．入院助産の改善について 

ロ．認定基準を大幅に引き上げ、本人負担を軽減すること。広報などで制 

度の周知をはかること。 

ハ．行政区毎に認可施設とベッド数を増やし、診療所・助産院などにも積 

極的に働きかけること。また、自治体独自に適用を拡大しているとこ 

ろには府として補助をすること。国にも求めること。 

ニ．申請権を保障し、手続きは簡素化すること。所得は課税証明のみで、 

また離婚、失業・収入減少など現況に応じて認定すること。 

 

（回答） 

【ロについて】 

○ 入院助産については、児童福祉法第２２条に規定された全国一律の制度で

あり、公平性の観点から、認定基準を引き上げ、本人負担の軽減を行うこと

は困難です。 

 

○ 助産施設に対しては、出産費用の超過負担が生じないよう、国基準額内に

収めていただけるようお願いするとともに、時勢に応じた基準額の引き上げ

を国に要望しているところです。 

 

○ また、低所得の状況にある妊婦が、出産に要する費用負担を懸念して医療

機関での受診をためらうことのないよう府ホームページで助産制度を周知し

ているところです。今後とも、市町村とも連携し、ホームページ等による助

産制度の周知に努めることを通じて、利用促進に努めてまいります。 

 

【ハについて】 

○ 助産施設の認可等については、住民サービス向上の観点から取組みが推進

されるよう、平成２２年度から市町村に権限を移譲したところです。 

 

○ 支援を要する妊婦がひとりで抱え込まずに出産しやすい助産体制を整える

ことが重要であり、府としましては、個々の市町村独自の上乗せや拡大に対

する助成については困難ですが、引き続き、地域の実情に応じた体制整備が

図られるよう、国への要望や市町村への助言などを通じた連携に努めてまい

ります。 
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【ニについて】 

○ 児童福祉法に基づく助産の実施については、制度上、出産育児一時金の受

取金額や所得に応じた適用の制限があることから、妊産婦の経済状況等を慎

重に審査し、決定する必要があると考えております。 

 

○ なお、マイナンバー法の施行に伴い、手続きについては一定の簡素化が図

られたものと考えております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 家庭支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

５．保育について 

イ．公的保育制度を守り、公立保育所をふやし、民営化や統廃合はやめる 

  こと。指定管理者制度を導入しないこと。 

ロ．待機児童をなくし保育内容を充実すること。待機児童の基準を明確に 

  すること。 

ハ．入所申し込みの手続きについては、簡素化すること。 

ニ．家庭保育・ベビーセンター等、無認可保育所に大幅に補助をふやすこ 

と。 

ホ．すべての保育所、認定こども園の保育料は無償にすること。 

へ．保育料滞納世帯への資産の差押えはしないこと。 

ト．保育士を増員すること。 

チ．保育士は有資格者とし、雇用は正職員として身分保障を行うこと。ま 

た、賃金保障・労働環境など職員の待遇改善を行うこと。 

（回答） 

【イについて】 

○ 公立保育所の設置やあり方につきましては、保育の実施主体である市町村

が、地域の実情に応じて、適切に判断されるべきものと考えております。 

 

【ロについて】 

○ 府としては、待機児童の解消に向けて、就学前教育・保育施設整備交付金

を活用した保育所等の整備に取り組む市町村の支援に努めているところで

す。 

 

○ また、保育内容の充実につきましては、家庭的保育や延長保育、休日・夜

間保育、病児保育など、市町村が実施する多様な保育サービスについて、そ

の支援に努めているところです。 

 

○ なお、待機児童につきましては、各年４月１日を調査日として、全国の市

区町村を対象に、こども家庭庁による「保育所等利用待機児童数調査」が行

われておりますが、待機児童の定義については、調査要領により、調査日時

点において、保育の必要性の認定(２号又は３号)を受け、特定教育・保育施設

（認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。）又は特定地域型保育事

業の利用の申込みがされているが、利用していない者とされています。 
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【ハについて】 

○ 子ども・子育て支援新制度では、保育の実施主体である市町村が、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、保護者の申請を受け、客観的な基準に

基づき、保育の必要性を設定した上で、利用可能な保育所等のあっせんなど

適正に対応しているところです。 

 

○ 府としては、実務を担う地方の意見を十分に取り入れ、地域の実情が反映

できるよう国に要望しているところです。 

 

【ニについて】 

○ 認可保育所又は認定こども園等への移行を希望する認可外保育施設に対し

て、移行にあたって必要となる運営に要する費用の一部を補助しているとこ

ろです。 

 

【ホについて】 

○ 保育料の負担のあり方や水準については、公定価格を所管する国において、

検討・実施すべきものです。 

 

○ 令和元年 10 月に始まった幼児教育・保育の無償化により、３歳から５歳

までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもにつ

いての幼稚園、保育所、認定こども園の費用が無償化されています。 

 

○ 府としては、０歳から２歳児のすべての世帯を対象とし、幼児教育・保育

の完全無償化を実現することについて、引き続き国に要望してまいります。 

 

【ヘについて】 

○ 滞納となった保育料については、児童福祉法により、地方税の滞納処分の

例により処分することができると定められており、処分にあたっては、地域

の実情に応じて、保育の実施主体である市町村により判断されるべきものと

考えております。 

 

【トについて】 

○ 配置基準については、公定価格を所管する国において、検討・実施すべき

ものと考えます。 

 

○ 国においては、令和６年度より３歳児及び４・５歳児の配置基準がそれぞ

れ20対１から15対１、30対１から25対１に改善されています。 

また、１歳児については、令和７年度の公定価格において、職員配置を６

対１から５対１へと改善するための「１歳児配置改善加算」が設けられまし

た。 
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○ 府としては、配置基準の改善について、引き続き国に要望してまいります。 

 

【チについて】 

○ 保育士については、児童福祉法第 18 条の 23 で「保育士でない者は、保

育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と規定されており、

資格を持たない者を保育士として配置することはできません。 

 

○ 保育所や認定こども園における職員の配置については、国が定める基準を

踏まえた、府の設備及び運営に関する条例で定めており、各保育所等におい

ては、この基準を遵守すべく保育士を配置しておりますが、雇用形態等につ

いては、雇用主が地域の実情等に応じて判断されるべきものと考えておりま

す。 

 

○ 保育士の処遇改善については、平成 27 年度以降、徐々に公定価格の改善

が進み、これまで約９％の改善がなされています。加えて、一定以上の経験

年数があり、所定の研修を修了した中堅の役職職員に対する更なる処遇改善

等が実施されております。 

 

○ あわせて、人事院勧告に準拠した公定価格の基本分単価等の引き上げも行

われており、平成25年度から令和６年度までで累計24.9％の改善がなされ

ています。また、令和７年度においても5.3％の改善が行われる見込みです。 

 

○ 府としては、引き続き、保育士等の処遇改善について国に要望してまいり

ます。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

６．小学校区ごとに学童保育を公営で実施すること。民間の学童保育は補助

金を大幅に増やして、父母負担を軽減すること。 

 

（回答） 

○ 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)の運営手法につきましては、地域の実

情に応じて、放課後児童クラブの実施主体である市町村により、適切に判断

されるものと考えております。 

 

○ 府におきましては、小学校区ごとに放課後児童クラブが設置されるよう、

整備や運営に要する経費について、国制度に基づき、市町村に対し支援を行

っているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 
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様式 ２ 
 

回 答 
 
団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 
（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

７．児童相談所を増設し、体制を充実すること。児童福祉司を増員し、地域

とも連携しながら虐待防止対策を行うこと。 

（回答） 

○ 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を与え、時には生命の危機

に発展する重大な人権侵害であるとの認識のもと、増加し複雑化する児童虐

待事案に対応するため、府子ども家庭センターにおいては、計画的に児童福

祉司を増員しているところです。 
 
○ また、各子ども家庭センターに市町村支援担当者を配置し、各市町村の状

況に応じた助言等の支援を行うとともに、要保護児童対策地域協議会におい

て積極的な助言等を行っています。 
 
○ 市町村の体制強化については、人員配置への活用も可能な「大阪府新子育

て支援交付金」により、市町村への財政的な支援を実施しています。 
 
○ さらに、既存の集合型の研修に加えて、令和５(2023)年から、市町村職

員の経験年数や役割に応じて、体系的に受講できる研修動画を作成・配信し、

市町村の担当職員に繰り返し視聴していただくことで、専門的な知識や技術

の定着、向上を支援しています。 
 
○ 児童相談所の増設については、平成28(2016)年に改正された児童福祉法

の附則において、政府は中核市及び特別区が児童相談所を設置することがで

きるよう、支援その他必要な措置を講ずるものとすると規定されました。 
 
○ 大阪府においては、児童相談所の設置を表明した中核市に対し、各市の状

況、課題を共有しながら、必要な支援について丁寧に協議を重ね、運営に係

る助言を行うとともに、子ども家庭センターでの受け入れ研修の計画的な実

施など、専門職員の育成についても支援しています。 
 
○ これまで、令和7（2025）年4月に児童相談所を設置した豊中市への支

援を行ってきました。引き続き、児童相談所設置に向けて取り組む中核市に

ついて、円滑に設置が進むよう支援していきます。 
 
○ 今後とも府内における適切な児童虐待対応体制の整備に努めてまいりま

す。 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 家庭支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１０．子育て・保育について 

９．子どもの貧困問題の実態調査に基づいて対策を講じ、子ども食堂へ補助

及び増額を行うこと。 

 

（回答） 

○ 令和 5 年度に府が実施した子どもの生活に関する実態調査の結果では、依

然として、困窮世帯の厳しい状況は変わっておらず、引き続き、困窮世帯へ

の経済的支援や保護者の就労支援が必要であり、また、支援が必要な人へ必

要な情報が届いていない可能性があることが分かりました。 

   

○ 引き続き、関係部局と連携しながら教育・就労・生活支援・孤立防止等の

総合的な取組みを進めるとともに、国や市町村と連携し、子どもの貧困の解

消に向けた総合的な対策の推進に取り組んでいきます。 

 

○ また、社会全体で子どもの貧困対策の取組を進めるという機運を高めると

ともに善意の受け皿として平成30年 3月に創設した「子ども輝く未来基金」

を活用し、学習教材の購入支援や、自転車や学習・スポーツ用品等の提供な

ど、直接子どもたちに提供するものを基本に事業を推進しています。 

 

○ 子ども食堂については、新子育て支援交付金により、子ども食堂等の居場

所の運営補助等を行う市町村を支援しています。また、子ども輝く未来基金

を活用し、子ども食堂等に対し、学習教材の購入費等について補助金を交付

しています。 

 

○ 今後も、市町村や関係部局と連携しながら、子どもの貧困対策に取り組ん

でまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部子ども家庭局子育て支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

１．障がい福祉サービスの利用料徴収にあたっての収入認定は、世帯合算で

はなく、障がい者本人のみの所得とすること。 

 

（回答） 

○ 利用者負担については、国において、これまで累次の負担軽減措置がとら

れており、平成２１年７月からは軽減措置にかかる資産要件の撤廃、平成２

２年４月からは市町村民税非課税世帯の障がい者等の利用者負担無料化が図

られました。 

 

○ さらに平成２４年４月からは、障害者自立支援法の一部改正により、応能

負担を原則に、高額障がい福祉サービス等給付費の支給については補装具の

利用者負担も合算することとなっています。 

 

○ また、利用者負担の収入認定については、平成２０年７月から、負担上限

月額を判定するための所得区分認定を行う際には、それまでの世帯単位では

なく「本人と配偶者」のみの所得で判断することとされていますが、この「配

偶者」については、民法第７５２条により扶助義務が課せられていることな

どを考慮して、合算の対象とされているところです。 

 

○ 府といたしましては、今後とも、すべての障がい者にとって、障がい者支

援制度が地域で安心して暮らすことのできるものとなるよう、適切な利用者

負担制度について、必要に応じて国に働きかけてまいりたいと考えています。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

２．地域生活支援事業は、従来どおり「応能負担」「負担なし」にすること。 

 

（回答） 

○ 市町村が実施する地域生活支援事業は、地域の実情や利用者のニーズに応

じて、実施主体である市町村の判断により柔軟に事業実施するもので、具体

的な事業の内容については、個々の市町村において決定されるものであり、

利用者負担についても、市町村において判断し、決定されることとなってお

ります。 

 

○ しかしながら、市町村において円滑に事業を実施するためには、国におい

て国庫補助金の総額の拡大を図るとともに、事業実績に見合った確実な財源

措置が必要であると考えております。 

 

○ このため、府としては、今後とも、国に対し財源確保を求めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
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様式 ２ 
 

回      答 
 
団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 
（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

３．浅田訴訟の判決をふまえ、65歳以上の障がい者については、一律に介護保険の

利用の優先を求めるのではなく、本人の意思を尊重した柔軟な対応を行うこと。２号

被保険者についても同様に行うこと。また、ひきつづき障がい福祉サービスが利用で

きることを周知すること。 

（回答） 

○ 我が国では、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない

場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障制度の基本とされております。

このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、社

会全体で支え合う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用してもらうという

「保険優先の考え方」が原則となっております。 
 
○ 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第 7 条の

規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付を受けることができるときはそれが

優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえること

となっております。 
 

○ 国適用関係通知では、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福

祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、一律に介護保険サービスを優先さ

せることはせず、障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴

き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。 
 

○ 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を

介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護

保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケース

ごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うこと、また、

要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に

聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁

寧に働きかけることを市町村に対して助言しております。 
 
○ 今後とも引き続き、適宜必要な助言を市町村に対して行ってまいります。 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

４．障がい支援区分認定は的確におこない、必要な支援がいきわたるように

すること。 

 

（回答） 

○ 障がい者のニーズに即した障がい福祉サービスが提供されるためには、そ

の方の障がい支援区分が適切に認定される必要があり、そのためには、認定

調査員によって十分な聞き取り調査が行われるとともに、市町村審査会にお

いて、認定調査結果や特記事項、医師の意見書等をもとにした十分な審査と

的確な判定が行われる必要があります。 

 

○ 府としては、市町村の認定審査において適切な判断が行われるよう、認定

調査員や市町村審査会の委員、意見書を作成する医師に対する研修を毎年実

施しており、今後とも、障がいの特性や実態に応じた、公平で客観的な認定

が行われるよう、これらの研修並びに審査会の事務局である市町村に対する

必要な指導・助言を行ってまいります。 

 

○ また、障がい支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に関する見直しに

ついては、府は国に対し、障がい福祉サービス等給付のための判断基準につ

いて、地方公共団体等関係団体の意見を十分に聴取しつつ、当事者の意向に

加えて、客観的なルール・基準も含めて総合的に評価した上で、支給決定を

行う仕組みとするよう要望しているところです。 

 

○ 今後とも、国の動向を注視し、状況に応じて国への働きかけを適宜行って

まいります。 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

５．重度障がい者（児）の医療の公費負担制度を改悪しないこと。2018 年

4月の制度改定が、障がい者（児）・高齢者のくらしに及ぼした影響について

実態を調査すること。 

 

（回答） 

○ 重度障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都

道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっている

ことから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国にお

いて制度を創設するよう強く要望しています。 

 

○ 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要

があると考えています。 

 

○ 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成

２８年２月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意

見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方を

とりまとめ、平成２９年２月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助

制度の再構築が決定し、平成３０年４月に新制度として開始しました。 

 

○ 具体的には、６５歳以上の重度ではない老人医療対象者は３年の経過措置

をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに

対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、

これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対

象に加えました。また、令和３年４月から精神病床への入院について助成を

実施しています。 

 

○ なお、重度障がい者医療費助成対象者に係る一部自己負担額については、

医療保険での自己負担が１～３割であるのに対し、１医療機関あたりの負担

額を１日５００円以内に抑えるとともに、月額上限額を３,０００円に設定す

るなど、できる限り負担が増えないようにしています。 

 

○ 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネッ

トとしての役割を果たしていきます。 
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○ なお、福祉医療費助成については、定期的に市町村からデータを収集して

集計しており、それらのデータをもとに、平成３０年４月の再構築にかかる

検証を行っております。 

 

○ 引き続き、必要な情報の収集に努め、制度の再構築にかかる検証を行って

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

６．雇用と仕事・生活や医療・教育や住宅、社会生活にわたる生存権を保障

する総合的な対策をたてること。 

 

（回答） 

○ 第５次大阪府障がい者計画は、「全ての人間（ひと）が支え合い、包容され、

ともに生きる自立支援社会づくり」を基本理念とし、また三つの最重点施策

として「入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進」、「障がい者

の就労支援の強化」と「専門性の高い分野への支援の充実」を位置づけてお

ります。 

 

○ 計画では、「地域やまちで暮らす」「学ぶ」「働く」などの生活場面ごとに、

福祉、教育、就労、住まい、医療などの各分野から、障がい児者の暮らしを

支える環境づくりに向けた施策等を網羅的に整理しており、計画の実施状況

につきましては、毎年度、大阪府障がい者施策推進協議会に報告しておりま

す。 

 

○ 現行計画の期間が令和８年度末を終期としていることから、本年度４月よ

り大阪府障がい者施策推進協議会のもとに第６次大阪府障がい者計画策定検

討部会を設置し、障がい当事者も含めた幅広い分野の委員の皆様にご参画い

ただき、次期計画策定に向けた検討を進めているところです。 

 

○ 今後とも、計画に基づき、障がい者の地域における自立と社会参加の実現

に向けて総合的・計画的に、施策を展開してまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

７．障がい者（児）の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかるこ 

と。また、公共施設、駅や公園などへ多目的トイレを設置し、車椅子通行な 

どのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくり 

に努めること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 障がい者（児）の入所施設や通所の事業所については、厚生労働省令及び

大阪府条例等において、障がい福祉サービスごとに人員、設備、運営に関す

る基準を定めており、居室の面積や生活・訓練に必要な設備、建物の構造、

職員の配置数など遵守すべき内容が示され、本基準に基づき事業所の指定を

行っています。 

 

○ 指定事業所について、本基準に基づき適切に運営されるよう、事業者の指

定時における研修、集団指導（年１回）、運営指導（随時）を実施して制度を

周知するとともに、自己評価の実施等を促しています。 

 

○ 今後とも、各施設・事業者に対し、基準を遵守し、適切なサービス提供を

行うよう市町村と連携しながら指導してまいります。  

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

７．障がい者（児）の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかるこ 

と。また、公共施設、駅や公園などへ多目的トイレを設置し、車椅子通行な 

どのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくり 

に努めること。 

 

（回答）※下線部について回答 

 

○ 本府管理道路のバリアフリー化については、高齢者や障がい者をはじめ、

多くの方々が安心して利用できるよう、段差・勾配の改善、歩道の幅員の確

保、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などの整備を行うこととしており、

特に市町村が策定するバリアフリー基本構想において、特定道路や生活関連

経路に位置付けられた道路を優先して整備を進めています。 

 

○ 引き続き、誰もが安全で快適に通行できるよう、歩道のバリアフリー化を

進めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 道路室 道路環境課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

７．障がい者（児）の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかるこ 

と。また、公共施設、駅や公園などへ多目的トイレを設置し、車椅子通行な 

どのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくり 

に努めること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 府営公園のトイレについては、バリアフリートイレの設置を進めるととも

に、誰もが快適に利用できるよう、順次、老朽化したトイレの改修を進めて

います。 

 

○ また、公園内の主な施設を結ぶルートを「らくらく１ルート」として位置

付け、園路や各施設へのアプローチ部の段差解消や出入口の車止め再配置を

行うなど、面的なバリアフリー化にも取り組んでいます。 

 

○ 引き続き、誰もが利用しやすい公園となるよう、バリアフリー化に取り組

んでいきます。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 公園課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

７．障がい者（児）の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかるこ 

と。また、公共施設、駅や公園などへ多目的トイレを設置し、車椅子通行な 

どのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくり 

に努めること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 大阪府では、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づき、一定の

規模・用途の建築物に車椅子使用者用便房の設置を義務付けるなど、建築物

のバリアフリー化を促進しているところです。 

 

○ また、施設の設計や維持管理時における望ましいバリアフリー基準等をま

とめたガイドラインを策定・公表し、設計者や事業者への普及啓発に努めて

います。 

 

○ さらに、鉄道駅については、既存駅舎へのエレベーター整備等に対して補

助を行っております。 

 

○ 引き続き、府民の皆様や事業者の皆様のご協力を得ながら、条例が目指す

社会を実現できるよう努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 建築環境課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

８．重度障がい者等タクシー料金給付事業（福祉タクシー）は利用回数を増 

やし、1回当たりの走行距離制限をなくすなど、障がい者の移動の自由を保 

障すること。 

 

（回答） 

○ 福祉タクシーにつきましては、一部市町村において、地域の実情に応じて、

利用回数や 1 回当たりの走行距離制限等の基準を独自に定めて助成事業を実

施しておりますので、各市町村にご相談いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 自立支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

９．日常生活用具や福祉電話等は、希望者全員が無料で活用できるようにす 

ること。 

 

（回答） 

○ 福祉電話等の日常生活用具給付等事業は、障害者総合支援法に基づき、市

町村地域生活支援事業として位置づけられており、実施主体である市町村の

判断によりその条件等が決定されています。 

 

○ 大阪府としましては、府域における支援の水準を確保し、安定的に事業が

実施できるよう、引き続き必要な財源確保を図ることを国に要望してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

10．障がい者（児）に対し社会復帰の訓練施設の整備に対し、府（市）とし 

て助成制度の充実を図ること。 

（回答） 

○ 府独自の補助制度の創設は困難ですが、障がい者（児）の社会福祉施設の

整備については国と府が補助を行う「社会福祉施設等施設整備費補助金」の

対象となっております。一定の補助要件がありますので、法人等施設の設置

者からご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

 



 - 63 -

様式 ２ 

 

回     答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１１ 障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること 

11．児童生徒の増加に見合った大阪府立特別支援学校の増設をすすめるこ 

と。 

（回答） 

○ 知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和２年10月、「知

的障がいのある児童生徒等の教育環境の充実に関する基本方針」を策定し、

公表しました。 

 

○ 同基本方針に基づき、R6年４月に出来島支援学校を開校いたしました。加

えて、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転・併設整備を進めてい

るところです。 

 

○ また、「特別支援学校設置基準」における校舎面積基準、学級編制基準の不

適合等の解消をめざし、大阪市北東部・豊能地域における新校整備に加え、

昨年度から新たに、北河内地域において、交野支援学校四條畷校の本校化に

向けた整備を進めているところであり、その他の地域についても、引き続き、

所要の検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 支援教育課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

12．すべての交通機関にエレベーター及び、落下防止柵等を設置すること。 

また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 交通機関の運賃割引は、各事業者の判断で実施されておりますが、内部障

がいについても、他の身体障がいとともに、旅客運賃減額種別に応じて、障

がい者本人および介護者に対して割引が適用されているところです。ご理解

のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 自立支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

12．すべての交通機関にエレベーター及び、落下防止柵等を設置すること。 

また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。 

（回答）※下線部について回答 

○ 大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例」を定め、鉄道駅舎を除く旅客

の乗降又は待合いの用に供する建築物に、移動等円滑化経路を設けることを

義務付けており、建築行為が行われる際には段差の解消やエレベーターの設

置等を求めております。 

 

○ また、鉄道駅舎については、高齢者、障がい者をはじめすべての人が自由

に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを進めるため、市町村が作

成する「バリアフリー基本構想」の地区内にある既存駅舎のエレベーター整

備等に対して補助を実施しております。 

 

○ 現在、１日あたりの平均利用者数が3,000人以上の駅については、概ねワ

ンルート以上のバリアフリールートが確保されています。また、令和２年度

より補助要件を拡充し、バリアフリールートの複数化や乗換えルートのバリ

アフリー化などに必要なエレベータ—設置等に対しても補助を行っていると

ころです。 

 

○ また、鉄道事業者が実施する落下防止対策である可動式ホーム柵の設置に

ついては、平成 23 年度に補助制度を創設し、可動式ホーム柵設置の促進に

努めてきたところです。 

 

○ 国の基本方針の改正に伴い、「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取

組みについて」を令和３年４月に見直し、従来指標としてきた利用者数によ

る駅単位での整備に加え、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造お

よび利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホーム単位での整備促

進を図ることとしております。 

 

○ 令和７年３月現在、府内の全521駅 1,352番線のうち可動式ホーム柵が

設置されている駅は 138 駅 347 番線となっており、一日あたりの利用者

10 万人以上の駅については、府内の全 27 駅 166 番線のうち、23 駅 76

番線となっております。 
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○ 加えて、駅ホームでの内方線付き点状ブロックの設置状況は、令和７年３

月現在、１日あたりの平均利用者数3,000 人以上の436駅については、全

て設置済となっております。 

 

○ 今後とも、国、市町村、事業者等と連携を図りながら、旅客施設のバリア

フリー化に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 建築環境課（落下防止柵関係回答） 

都市整備部 交通戦略室 鉄道推進課（エレベーター関係回答） 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

13．障がい者（児）のいる家庭の相談窓口を公的責任で設置すること。 

 

（回答） 

○ 平成 24年に障害者総合支援法が施行され、「障害者等の福祉に関し、必要

な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並び

にこれらに付随する業務を行うこと」が市町村の責務になりました。 

 

○ これにより、各市町村においては、相談支援体制の整備を図るため、基幹

相談支援センターの設置や相談支援事業所及び相談支援専門員の拡充に取り

組んでおり、本府は広域自治体として、相談支援専門員の育成や基幹相談支

援センターの設置に係る助言など実施しております。 

 

○ また、市町村の責務である障害者相談支援事業は、障がい福祉サービスの

利用の有無に関わらず、市町村職員又は市町村から委託を受けた相談支援事

業所が、障がい児者及びその家族からの相談に広く応じ、必要な情報の提供

や助言等を行っております。 

 

○ 本府としては、市町村による障害者相談支援事業が適切に実施できるよう、

今後も引き続き府内市町村の後方支援に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

14．精神障がい者保健福祉手帳を交付する際には、期限があることを説明する 

こと。更新申請のお知らせを送付していない自治体は、有効期限がきれる前

に送付すること。 

（回答） 

○ 精神障害者保健福祉手帳の交付は、法令により市町村の窓口で申請及び交

付（お渡し）することとなっており、市町村が精神障害者保健福祉手帳を申

請者にお渡しする際には、同手帳に有効期限が記載されていることを説明し

ております。 

 

○ また、大阪府こころの健康総合センターや市町村においては、手帳所持者

の方に対する手引きを作成し、有効期限の周知を図っているところです。 

 

○ 更新申請のお知らせについては、精神障害者保健福祉手帳の交付権限を 5

市町を除いて府内市町村に移譲しているため、更新案内等の取扱いは各自治

体に委ねられております。 

 

○ 引き続き、各市町村と連携を密にし、精神障がい者保健福祉手帳の有効期

限について周知してまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

 

 

 



 - 69 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

15．ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。 

 

（回答） 

○ ヘルパー（訪問介護員）として従事するためには、都道府県が指定した事

業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされていま

す。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業者を指

定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行ってい

るところです。 

 

○ また、ヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必要な知

識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を併せて

実施しています。 

 

○ これらの取組により、引き続きヘルパーの人員拡充に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

11．障がい者（児）福祉について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 15．ヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。 

 

 

○ 「第 5 次大阪府障がい者計画」の期間が令和８年度末を終期としているこ

とから、本年度４月より大阪府障がい者施策推進協議会のもとに第６次大阪

府障がい者計画策定検討部会を設置し、障がい当事者も含めた幅広い分野の

委員の皆様にご参画いただき、次期計画策定に向けた検討を進めているとこ

ろであり、「障がい者の生活を支える人材の確保・育成」についても、明確に

位置づけ、取組みを推進していくことを検討しています。 

 

○ また、今年度、府として初めて、障がい福祉分野に特化した人材確保事業

として、「障がい福祉のしごと就職相談会＆面接会」と障がい福祉分野の仕事

の内容や魅力などを発信するセミナーの実施のほか、障がい福祉分野の仕事

内容の魅力を広く伝えるための動画作成事業に取り組んでいるところです。 

 

○ 府の障がい福祉サービスが安定的に提供されるよう、引き続き、取り組ん

でまいります。 

 

○ 福祉・介護職員の報酬については、賃上げ効果が継続される取組を行うこ

とを前提として、収入を２％程度引き上げるための措置が令和６年２月から

令和６年５月までの間において実施されました。 

 

○ また、令和６年６月以降、処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げが行

われ、障がい福祉現場で働く方々にとって、令和６年度に 2.5％、令和 7 年

度に 2.0％のベースアップへと確実に繋がるよう、配分方法の工夫を行うと

ともに、その効果について、実態を把握することとされました。 

 

○ 令和６年４月の報酬改定では、処遇改善分について 2 年分を措置し、3 年

目の対応については、その実態把握を通じた処遇改善の実施状況や財源と併

せて、令和 8 年度の予算編成過程で検討するとされ、加えて今年度、福祉・

介護職員の賃上げにも活用可能な補助金を事業所に対し交付したところで

す。 
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○ さらに、国において令和７年 12 月から令和８年５月までの間、障がい福

祉サービス等に従事する職員の賃上げを目的とした補助制度が創設されたこ

とから、大阪府でもその制度を活用した補助金の交付を今後予定しておりま

す。 

 

○ 大阪府としては、他業種との賃金格差の解消と障がい福祉人材の確保・定

着に向け、国において必要な財源を安定的に措置するよう、引き続き要望し

てまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課（傍線部について回答） 

福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課（波線部について回答） 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（２）国に要求すること。 

２．障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行 

環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助 

制度を拡充すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 本府管理道路における車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境の

整備に向けた国費要望を行っているところですが、引き続き、必要な予算確

保を国へ要望してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 道路室 道路環境課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１１．障がい者（児）福祉について 

（２）国に要求すること。 

２．障がい者用トイレの設置や車椅子通行などのためのバリアフリーや通行 

環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。そのための補助 

制度を拡充すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、「大阪府福祉のまちづくり条例（以下「条例」という。）」を定

め、安全で容易に利用できる施設の基準を定めるなど、誰もが出かけやすい

まちづくり、使いやすい施設づくりを推進しております。 

 

○ また、施設の設計や維持管理時における望ましいバリアフリー基準等をま

とめたガイドラインを策定・公表し、設計者や事業者への普及啓発に努めて

います。 

 

○ さらに、令和７年８月には、誰もが安全で快適な宿泊施設を利用できる環

境整備を促進するため、ホテル・旅館のバリアフリー改修工事等に対する補

助制度を創設したところです。 

 

○ 引き続き、条例が目指す社会が実現するように取組を進めるとともに、必

要に応じて国に対して補助制度の拡充を働きかけてまいります。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 建築環境課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）国に要求すること。 

２．保険料の応益割（均等割・平等割）はなくすこと。当面、子どもの均等 

割賦課は早急になくすこと。  

（回答） 

○ 保険料率に係る応能割と応益割の割合については、「国民健康保険の国庫負

担金等の算定に関する政令」及び「国民健康保険における納付金及び標準保

険料率の算定方法について（ガイドライン）」において、全国平均の所得水準

を１とした場合の市町村の所得水準に応じて、毎年度、国から示される係数

（β）により決定することとされており、「広域化調整会議」等での検討を踏

まえ、大阪府国民健康保険運営方針において定めているところです。 

 

○ なお、多子世帯に対する負担軽減については、国において、令和４年度か

ら子どもに係る均等割保険料の軽減措置の制度が設けられているところです

が、軽減の対象が未就学児までと限定的であること、また、軽減割合も５割

となっていることから、本府としましても、対象年齢や軽減割合の拡充につ

いて、国に対し要望しているところです。 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）国に要求すること。 

３．国庫補助金を大幅に引き上げること。  

（回答） 

○ 国民健康保険については、国民皆保険制度を支えるナショナル・ミニマム

であり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本と

すべきと考えます。 

国民健康保険制度に対する財政支援については、各保険者に過度な負担が

及ばないよう、制度設計に責任をもつ国に対して、万全の財政措置を講じる

よう、引き続き要望してまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）国に要求すること。 

４．滞納者への制裁措置はやめ、保険証は無条件で交付すること。  

 

（回答） 

○ 国民健康保険制度において、保険料の適切な収納確保は、制度の維持、被

保険者間の受益と負担の公平化を図る上で重要であることから、被保険者は

各市町村が定める保険料を負担することが必要です。 

 

○ また、市町村が保険料滞納世帯主に対し、保険料の納期限から１年が経過

するまでの間に、電話、訪問等による滞納保険料の納付催促や電話、窓口等

において滞納保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けるなど、保険料の

納付に資する取組を行うことは、納付相談の機会を確保する観点や、受益と

負担の公平性からも重要であると考えています。 

なお、この取組を行ったにもかかわらず、特別な事情がなく、保険料を納

付しない場合に特別療養費の支給を行う仕組みとなっております。 

 

○ 府としては、各保険者が法令の趣旨を踏まえ、特別療養費の支給に際して、

個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切に運用されるよう、今後と

も助言に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）国に要求すること。 

５．傷病手当制度を創設すること。  

 

（回答） 

 

○ 傷病手当金については、国民健康保険法において任意給付とされており、

各保険者の自主的な判断によって給付されるものです。 

 

○ しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべ

きものであり、傷病手当金については、給付の公平性を図る観点から、国の

医療保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えており、必要

に応じて国に要望してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）国に要求すること。 

６．葬祭料を引き上げること。  

 

（回答） 

○ 葬祭料（葬祭費）については、国民健康保険法において相対的必要給付と

されており、平成３０年4月からは、大阪府後期高齢者医療制度が定める「５

万円」と同額を府内統一基準と定めています。 

 

○ しかしながら、国民健康保険制度の構築は、国の責任において行われるべ

きものであり、葬祭料については、給付の公平性を図る観点から、国の医療

保険制度全体の中で統一的に取り扱われるべきものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１３．国民健康保険について 

（４）府として実現すること。 

７．出産育児一時金を引き上げること。  

 

（回答） 

○ 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、

本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと

考えます。 

 

○ 出産育児一時金については、健康保険法施行令等の一部改正に基づき、国

において令和５年４月から全国一律で50万円に引き上げられています。 

 

○ 府としましても、国の方針に基づき、適切に運用されるよう努めてまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（１）大阪府は、ひとり親・こども・障がい者の一部負担金助成制度を無料に

戻し、老人医療費助成制度は元に戻すこと。当面、手続きを簡素化すること。 

 

（回答） 

○ 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、

事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国におい

て実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望

しています。 

 

○ 府では市町村と共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成

２８年２月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意

見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方を

とりまとめ、平成２９年２月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助

制度の再構築が決定し、平成３０年４月に新制度として開始しました。 

 

○ 具体的には、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年

齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成

対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象に加えまし

た。 

 

○ なお、ひとり親家庭医療対象者・乳幼児医療対象者の一部自己負担額につ

いては現状維持するとともに、重度障がい者医療対象者については、医療保

険での自己負担が１～３割であるのに対し、１医療機関あたりの負担額を１

日上限５００円、月額上限額３,０００円に設定するなど、できる限り負担が

増えないようにしています。 

 

○ 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネッ

トとしての役割を果たしていきます。 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 



 - 81 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（２）自治体として次のことを実現すること。 

１．こどもの医療費助成制度は所得制限をなくし、高校卒業年度末まで拡 充

すること。 

 

（回答） 

○ 乳幼児医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県

において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることか

ら、国において制度を創設するよう、強く要望しています。 

 

○ 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要

があると考えています。 

 

○ 乳幼児医療費助成制度については、「医療のセーフティネット」と「子育て

支援」の性格があり、府と市町村が共同で設置した研究会において、府と市

町村の役割分担として、セーフティネット部分は府が基準設定、子育て支援

は市町村が独自に制度設計と整理した経緯があります。 

 

○ また、新子育て支援交付金を創設して乳幼児医療費助成を含む子育て支援

施策の充実につながるよう市町村支援を行っているところです。 

 

○ 府としては、引き続き乳幼児医療に係るセーフティネット部分の役割を果

たすとともに、同交付金により、市町村の子育て支援施策をバックアップし

ていきます。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 



 - 82 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（２）自治体として次のことを実現すること。 

２．難病特定疾患の諸費用を公費負担とすること。 

（回答） 

○ 当初、特定疾患治療研究事業では５６疾病であった対象疾病については、

平成２７年１月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医

療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として１１０疾病となり、

現在は３４８疾病に拡大されています。 

 

○ 一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考

慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。 

 

○ 本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統

一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、

難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 

 



 - 83 -

 
様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（２）自治体として次のことを実現すること。 

３．ひとり親医療の所得制限をなくすこと。 

（回答） 

○ ひとり親家庭医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都

道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっている

ことから、国において制度を創設するよう、強く要望しています。 

 

○ 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要

があると考えています。 

 

○ 福祉医療費助成制度は、福祉的支援が必要な重度障がい者、ひとり親家庭

及び乳幼児を対象に、医療のセーフティーネットの観点から、経済的負担を

軽減し、必要な医療を受けやすい環境を作ることにより、健康の保持及び福

祉の増進を図ることを目的として実施しております。 

 

○ 平成 28 年２月に公表された府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成

制度に関する研究会の報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意

見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方を

とりまとめ、平成 29 年２月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助

制度の再構築が決定し、平成 30 年４月から新制度として運営開始していま

す。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 



 - 84 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（２）自治体として次のことを実現すること。 

４．入院給食費の自己負担をなくすこと。 

（回答） 

○ 入院時食事療養費については、在宅医療との公平性の観点から自己負担を

なくすことは考えておりません。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 

 



 - 85 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（３）国に要求すること。 

１．こどもと妊産婦・障がい者・高齢者・ひとり親に対する公費負担医療費

無料制度を新設すること。 

 

（回答） 

 

○ こども、障がい者及びひとり親に関する医療費助成制度については、全て

の都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなって

いることから、本来であれば国において実施すべきものと考えており、国に

おいて制度を創設するよう、これまでも強く要望しているところであり、今

後もあらゆる機会を捉えて要望してまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

福祉部 子ども家庭局 子ども家庭企画課 

 

 



 - 86 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（３）国に要求すること。 

２．難病特定疾患の指定疾患を増やし、軽傷・重症にかかわらず助成を行い、

一部負担をやめること。 

（回答） 

○ 当初、特定疾患治療研究事業では５６疾病であった対象疾病については、

平成２７年１月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医

療費助成制度が始まったことにより、第一次実施として１１０疾病となり、

現在は３４８疾病に拡大されています。 

 

○ 一方で、公平かつ安定的な制度として、他の医療費助成制度との均衡も考

慮して、負担能力に応じた一定の負担をお願いするものとされています。 

 

○ 本府といたしましては、医療費及び治療研究等にかかる難病対策は全国統

一的に実施されるべきものと考えており、今後とも、国の動向を注視しつつ、

難病対策の充実につきまして、引き続き国に要望してまいります。 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 

 

 



 - 87 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１４．公費負担医療制度の拡充について 

（３）国に要求すること。 

３．不妊治療分野の拡充と保険適用除外（特定不妊治療）への補助を行うこ 

と。 

（回答） 

○ 大阪府としましては、保険適用範囲の拡充により患者の経済的負担がさら

に軽減されるよう、先進医療など保険適用外となった治療のうち、エビデン

スが確認されたものや、専門機関等の研究により効果が認められた治療につ

いては早期に保険適用とするよう国に要望してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 

 

 



 - 88 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 １．夜間・休日の医療体制を確立し、産婦人科・小児科医療体制をととのえ 

ること。 

（回答） 

○ 従前より初期救急医療体制については、各市町村が中心となって休日・夜

間急病診療所などを整備していただいていますが、本府では消防法に基づき

「大阪府傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定するとともに、「大阪府

救急搬送支援・情報収集・集計分析システム（ORION）」を整備して救急医

療体制を確保しています。今後とも府内各地域の救急医療の効果的な運用及

び救急医療に関するデータ検証の支援を行うなどにより、府内の救急医療体

制の維持に努めてまいります。 

 

○ また、周産期医療については、ハイリスク分娩等に対応する周産期緊急医

療体制の整備を図るとともに、平成 21 年 7 月から、かかりつけ医のない未

受診妊産婦等を当番制で受け入れる「産婦人科救急搬送体制確保事業」によ

り体制の確保に努めております。 

 

○ 小児救急医療については、本府では夜間の子どもの急病時に保護者等の不

安を解消することなどを目的とした「小児救急電話相談事業」や、休日・夜

間に小児救急患者を受け入れる二次救急病院に運営費助成を行う「小児救急

医療支援事業」を実施しています。 

 

○ また、小児初期救急医療体制については、市町村が主体となって整備して

いただいているところですが、府としても、体制確保が難しい深夜帯の医師

人件費の一部を補助する内容の新たな補助制度を令和７年度に創設し、市町

村を支援しております。 

 

○ 引き続き、府全域の小児救急医療体制の確保に努めてまいります。 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 

 

 



 - 89 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

３．救急救命センターの見直し、廃止は行わないこと。補助金は廃止しない 

こと。 

 

（回答） 

○ 三次救急医療の機能確保は本府の責務と考えており、各救命救急センター

への具体的な支援については、それぞれの設立経緯等を踏まえ、異なった内

容で実施しております。 

 

○ 今後も救急医療を取り巻く環境の変化等を踏まえたうえで、より救命救急

センターの機能が発揮されるよう、引き続き必要な予算の確保に努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 

 

 

 



 - 90 -

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（２）国に要求すること。 

１．重症化を招く恐れのある入院ベッド数の削減はしないこと。 

 

（回答） 

 

○ 病床数及びその機能をはじめとする医療提供体制については、二次医療圏

毎に設置している保健医療協議会等において、各圏域の病床や診療の実態を

分析し、お示しすることにより、各地域における圏域全体の医療提供の状況

を踏まえた協議を行い、適切な確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（２）国に要求すること。 

２．限度額認定の適用基準を拡充すること。  

 

（回答） 

○ 高額療養費制度における自己負担限度額の負担区分については、平成 27

年１月から新たに５区分とされ、これまでの市町村民税非課税世帯のほか、

一般区分であった被保険者のうち低所得世帯についても、限度額が大幅に引

き下げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（２）国に要求すること。 

３．国立病院機構の統廃合をやめ、地域ごとに国立の総合病院を建設し、診

療科目による無医地区をなくすこと。 

 

（回答） 

○ 府内には国の定める基準に該当する無医地区はありません。 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 

 

 



 - 93 -

様式 ２ 
 

回      答 
 
団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（２）国に要求すること。 

４．看護師や医師（特に産婦人科・小児科）などの医療従事者を大幅にふやすこと。 

（回答） 

○ 看護師確保につきましては、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、

養成対策、定着対策、再就業支援を３本の柱として、看護職員の確保施策を実施して

います。 

養成対策としては、看護師等養成所に対する補助や教員養成のための講習会の開催 

等を行っています。 

定着対策としては、病院内保育所に対する補助や新人看護職員をはじめとした看護

職員の資質向上を図るための研修会等を実施しています。 

再就業支援としては、潜在看護師が職場復帰できるよう、無料職業紹介や看護職の

届出制の周知、再就業を図るための各種講習会や就職相談会を行うナースセンター事

業を実施し、潜在看護職員の復職支援に努めています。 

 

○ 平成 26年度からは、地域医療介護総合確保基金を活用し、これらの事業の充実を

図るとともに、訪問看護師を増やすため、訪問看護ステーションへの看護学生等イン

ターンシップにかかる支援や、訪問看護未経験看護師への実践研修等を行っていま

す。 

 

○ 次に、医師確保につきましては、国が示す指針に基づき、令和６年３月に医師確保

計画（第８次前期）を策定し、地域医療確保修学資金等貸与事業や地域医療支援セン

ター運営事業を実施する等、産科医や小児科医等の確保に取り組んでいるところで

す。 

 

○ 具体的には、地域医療確保修学資金等貸与事業では、周産期等の分野での従事義務

を条件に、医学生に修学資金を貸与し、卒後、対象医師であるいわゆる地域枠医師を

周産期母子医療センター等に派遣しており、直近５年間では、産科 8 人、小児科 7

人を府内の医療機関に派遣するなど、必要な医師の確保に努めています。 

 

○ また、地域医療支援センター事業では、医学生や若手医師を対象とした産科・小児

科などの診療科別セミナーを開催するなど医師が不足する診療科を志望する医師の

掘り起こしや、地域及び診療科間のバランスの取れた医師確保の推進に取り組んでお

り、今年度新たに、民間企業と連携し、医学生を対象に産科、小児科等の医療現場を

体験できる病院見学バスツアーの開催や、地域の基幹病院の魅力のPR等を行ってい

るところです。 
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○ 今後とも、国の動向や広域自治体としての役割等を踏まえ、大学や市町村、医療関

係者などで構成する医療対策協議会の意見も伺いながら、本府の実情に適した効果的

な医師確保策を検討、実施していきます。 

 

○ なお、医師の確保・養成に関しては、都道府県の努力だけでは解決できない課題も

多いため、国に対して、計画的な医師養成の推進や、地域において必要な医師確保策

の拡充等について、引き続き要望していきます。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１５．医療制度の改善について 

（２）国に要求すること。 

６．紹介状なく大病院を受診したさいの初診時の追加負担はやめること。 

（回答） 

○ 平成 28 年４月から、保険外併用療養費（選定療養）の枠組みの活用を推

進し、病院及び診療所における外来機能の分化及び病院勤務医の負担軽減を

図るため、紹介状なしに大病院を受診した患者等に新たな負担を求める制度

が始まりました。 

 

○ 急速な高齢化に伴う医療ニーズの変化に限りある医療資源で対応していく

ためには、一般的な外来受診は身近な診療所が担い、高度かつ専門的な医療

サービスを提供する機能は大病院が担うという医療機関の適切な役割分担を

図ることが必要です。 

 

○ 本府としましては、引き続き、医療関係者等と連携しながら、府域におけ

る適切な医療の提供に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

 ５．施設利用者の介護保険負担限度額認定の資産要件は撤廃し、同意書の強 

要はしないこと。 

（回答） 

○ 施設サービス利用者の居住費及び食費の自己負担分については、低所得者

への配慮として利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられ、限度額を超

える部分については補足給付を受けることが可能となっています。 

 

○ 平成２７年８月の改正で、給付の基準が変更となり、資産が一定額以下か

どうかを確認することとなったほか、その後も、高齢化が進む中で、必要な

サービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続

可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応

じた負担を求める見直しが行われています。 

 

○ これに伴い、申請時に通帳のコピー等を添付していただくなどの手続きが

必要となっており、申請者の方にはご負担をおかけしておりますが、保険者

において適正な審査を行うため、また他の申請者との公平性を考慮する必要

もありますので、ご理解をお願いします。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

１１．ホームヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。 

 

（回答） 

○ ホームヘルパー（訪問介護員）として従事するためには、都道府県が指定

した事業者が実施する「介護職員初任者研修」を修了することが必要とされ

ています。このため大阪府においては、介護職員初任者研修を実施する事業

者を指定するとともに、研修が適正に実施されるよう実地調査や指導等を行

っているところです。 

 

○ また、ホームヘルパーを含む社会福祉事業所の従事者を対象に、業務上必

要な知識・技術及び教養を高めることを目的とした「職場研修支援事業」を

併せて実施しています。 

 

○ これらの取組により、引き続きホームヘルパーの人員拡充に努めて参りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

11．ホームヘルパーの人員を拡充し、待遇改善を行うこと。 

 

（回答） 

○ 介護職員の賃金については、これまでから、介護報酬における処遇改善加

算の数次に渡る改定により、改善が図られてきたところです。 

 

○ 介護職員の処遇の改善については、制度を所管する国において必要な措置

を講じるものであるため、 

・引き続き他産業との賃金格差の解消に向け、介護支援専門員も含め、介護

職員の処遇改善が確実になされるよう、更なる財源措置を行うこと。 

・事務手続きの簡素化や制度の弾力的運用など、法人・事業者の負担軽減を

図ること。 

・事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系を構築し、人材の確保・

定着を図れるように、加算ではなく基本報酬に組み込むなど、恒久的な措

置を講じること。 

について、国に要望しています。 

 

○ また、令和７年11月に閣議決定された国の「「強い経済」を実現する総合

経済対策」において、「介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種

と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度報酬改定において、必要な対応

を行うこととし、３年毎の報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための

緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」ことを目的に、所

要の費用を補助する事業が盛り込まれたことから、府においても、介護事業

者に対し、必要な支援に取り組んでまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

１２．安心して住める特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。 

イ．社会福祉法人施設の職員を大幅に確保・拡充し、充分な賃金保障をすること。 

（回答） 

○ 介護保険施設や介護サービス事業所の人員配置については、介護保険法において、

介護保険施設や指定居宅サービス事業所の人員、設備及び運営の基準は都道府県（指

定都市、中核市）が条例で定めること、とりわけ人員については厚生労働省令で定

める基準に従い定めることが明記されており、大阪府条例で定める基準に従い職員

が適切に配置されるよう、指導に努めているところです。 
 

○ 介護職員の賃金については、これまでから、介護報酬における処遇改善加算の数

次に渡る改定により、改善が図られてきたところです。 
 

○ 介護職員の処遇の改善については、制度を所管する国において必要な措置を講じ

るものであるため、 

・引き続き他産業との賃金格差の解消に向け、介護支援専門員も含め、介護職員の

処遇改善が確実になされるよう、更なる財源措置を行うこと。 

・事務手続きの簡素化や制度の弾力的運用など、法人・事業者の負担軽減  を図る

こと。 

・事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系を構築し、人材の確保・定着を

図れるように、加算ではなく基本報酬に組み込むなど、恒久的な措置を講じるこ

と。 

について、国に要望しているところです。 
 

○ また、令和７年1１月に閣議決定された国の「「強い経済」を実現する総合経済対

策」において、「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急

的対応として、賃上げ、職場環境改善の支援を行う」ことを目的に、介護職員等処

遇改善加算を取得している事業所のうち、生産性を向上し、更なる業務効率化や職

場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し所要の額

を補助する事業が盛り込まれたことから、本府においても、介護事業者に対し、必

要な支援に取り組んでまいります。 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

１２．安心して住める特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。 

ロ．費用負担と施設の徴収額を引下げ、低所得者の軽減措置をとること。 

（回答） 

○ 特別養護老人ホーム等の介護サービス費については、要介護度により介護

報酬単価が設定されていますが、入所者の負担はその１割、２割又は３割と

なっており、その月の介護保険サービスの合計額については、高額介護サー

ビス費によって所得に応じた上限額が設定されています。 

 

○ また、介護保険と年金給付の重複の是正や施設サービス利用者と在宅サー

ビス利用者の負担の公平性の観点から、居住費及び食費の全額が自己負担と

なっていますが、低所得者への配慮として、利用者負担段階に応じた負担限

度額が設けられています。 

 

○ さらに、収入や世帯の状況等を総合的に勘案し、特に生計が困難と認めら

れる入所者については、社会福祉法人による利用者負担軽減制度が設けられ

ているところです。 

 

○ 府としては、真に入所が必要な方が利用できなくなることがないよう、引

き続き、国の動向を見ながら働きかけてまいります。 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

１２．安心して住める特別養護老人ホームや老健施設を大量に増設すること。 

  ハ．介護認定されたすべての人に入所を認めること。 

 

（回答） 

 

○ 平成２７年４月に施行された介護保険法の改正により、特別養護老人ホー

ムは在宅での生活が困難な中・重度の要介護者を支える施設としての機能に

重点化することとされ、新規入所については原則要介護３以上に限定された

ところです。一方、厚生労働省においては、要介護１・２の方であっても、

施設以外での生活が著しく困難と認められる場合には、市町村の適切な関与

の下、施設ごとに設置している入所選考委員会を経た特例的な入所を認めて

います。 

 

○ 府においては、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の人員、設

備及び運営の基準を定める大阪府条例で、介護の必要の程度及び家族等の状

況を勘案して入所の必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう

努める旨を定めております。 

 

○ 特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設については、市町村及び大阪府

の高齢者計画において市町村が地域の実情に応じて見込んだサービス量を元

にそれぞれ整備量が定められており、今後とも市町村と連携をしながら、計

画的な整備に取り組んでまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

 １．保険料は本人の所得のみで算定すること。 

 

（回答） 

 

○ 介護保険制度は全国一律のルールの下に運営されている制度であることか

ら、保険料の算定方法については国において検討されるべきものと考えてお

り、国に対し、介護保険制度が将来にわたり安定したものとなるよう、介護

報酬、保険料と国・地方の負担のあり方を含め、必要な検討を行うことを要

望しています。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること 

 ２．国の負担割合を当面35％に引き上げ、一般会計からの繰り入れを認める 

こと。 

 

（回答） 

○ 介護保険の費用負担割合は、４０歳以上の被保険者から支払われる介護保

険料と保険者である市町村、国、都道府県が負担する公費によって賄われる

仕組みになっています。 

 

○ 国費の負担割合については、調整交付金を25％の別枠で措置することなど

を要望しております。 

 

○ 公費の負担割合については、介護保険法に定められており、保険料抑制の

ためにその割合を超えて一般財源を繰り入れることは、被保険者以外の方に

負担を転嫁することとなり、適当でない旨が国から示されているところです。 

 

○ 介護保険制度は全国一律のルールの下に運営されている制度であることか

ら、国において検討されるべきものと考えております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

 ３．生活保護基準以下の世帯（人）の保険料・利用料は免除し、保護基準の 

1.5 倍まで軽減措置を設けること。 

 

（回答） 

○ 保険料及び利用料については、介護保険制度上、低所得者の負担を軽減す

るために、一定の配慮が講じられています。介護保険制度は、介護を社会全

体で支えるために創られた制度であることから、低所得の方にも一定の負担

をお願いしているものですので、ご理解をお願いします。 

 

○ 低所得者に対する保険料負担及び利用者負担の軽減措置については、低所

得者が必要なサービスが受けられるよう、国の制度として法令で明確に位置

付け引き続き制度のあり方を検討するとともに、施設利用に係る補足給付等

の低所得者対策に要する経費について、必要な財政措置を講ずることを国に

要望しています。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

 ４．保険料の年金天引きはやめること。 

 

（回答） 

○ 介護保険制度においては、市町村における保険料収納の確保と事務の効率

化を図るとともに、被保険者の保険料納付の利便を図るために、原則として、

年金からの天引きによる特別徴収の方法により保険料を徴収することになっ

ています。 

 

○ この特別徴収のしくみにより、市町村の保険料徴収事務の確実性や効率性

が確保されるだけでなく、被保険者にとっても、保険料の徴収が簡単かつ確

実に行われることにより、保険料納付手続きが簡素化され、また、未納によ

る給付制限のおそれもなくなり、介護保険財政の不安定化の防止、負担の公

平性の確保などに必要と考えております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

 ５．保険料徴収年齢の引き下げはしないこと。 

 

（回答） 

○ 介護保険の被保険者の範囲については、国の社会保障審議会介護保険部会

において議論され、対象年齢を引き下げることについては若年層は子育て等

に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることから反対の意

見がある一方、将来的には対象年齢の引き下げを行い介護の普遍化を図って

いくべきとの意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引

き続き検討を行うことが適当であるとされており、引き続き国の動向を注視

していきます。 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

６．要介護1・2を介護保険適用からはずさず、要支援1・2の保険適用をも

とにもどすこと。介護認定されたすべての人に特別養護老人ホームへの入所

を認めること。 

（回答） 

○ 平成 27年 4月に施行された介護保険法の改正法により、介護予防給付の

うち訪問介護、通所介護が、予防給付から市町村の地域支援事業の中の「介

護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。 

 

○ 移行については、地域の実情に応じて一定の経過措置が設けられていまし

たが、平成29年 4月からは全ての市町村で新しい介護予防・日常生活支援

総合事業を開始しています。 

 

○ 介護保険の適用対象者を含め、介護保険制度は全国一律の制度であること

から、国において必要な検討がなされるべきと考えます。 

 

○ また、この改正法においては、特別養護老人ホームは在宅での生活が困難

な中・重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化することとされ、

新規入所については原則要介護３以上に限定されたところです。一方、厚生

労働省においては、要介護１・２の方であっても、施設以外での生活が著し

く困難と認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置し

ている入所選考委員会を経た特例的な入所を認めています。 

府においては、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の人員、設

備及び運営の基準を定める大阪府条例で、介護の必要の程度及び家族等の状

況を勘案して入所の必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう

努める旨を定めております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

 ７．特定疾病以外でも、介護が必要な場合は４０歳から利用できるようにす 

ること。 

 

（回答） 

○ 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者

は、介護保険の被保険者となります。介護保険は、加齢に伴って生じる心身

の変化に起因する疾病等により要介護状態になった場合に、給付を行うため

の制度であることから、４０歳以上６５歳未満の方の場合には、要介護状態

又は要支援状態の原因が加齢に伴って生じる心身の変化に起因する特定の１

６種類の疾病により生じたものである場合に限り介護保険のサービスが利用

できることとなっております。 

 

○ 府としては、介護保険制度が全国一律の制度であることから、国において

必要な措置が講じられるべきものと考えております。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

８．介護施設における「ホテルコスト」を廃止し、徴収は猶予すること。 

 

（回答） 

○ 介護保険と年金給付の重複の是正や施設サービス利用者と在宅サービス利

用者の負担の公平性の観点から、居住費及び食費の全額が自己負担となって

いますが、低所得者への配慮として、利用者負担段階に応じた負担限度額が

設けられています。 

 

○ また、収入や世帯の状況等を総合的に勘案し、特に生計が困難と認められ

る入所者については、社会福祉法人による利用者負担軽減制度が設けられて

いるところです。 

 

○ 大阪府としては、低所得者にも十分配慮した制度となるよう、引き続き、

国の動向を見ながら働きかけてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１６．介護保険制度の抜本的改善をすること 

（２）国に要求すること。 

９．事業者への介護報酬は公費負担で大幅に引き上げること。 

 

（回答） 

○ 国において、介護事業経営実態調査が実施されており、その目的は各サー

ビス施設・事業所の経営状況を把握し、介護報酬の改定に必要な基礎資料を

得ることとされています。本調査の結果等を勘案したうえで、事業者の介護

報酬が決定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１７．後期高齢者医療制度 

１．後期高齢者医療制度は廃止すること。  

 

（回答） 

○ 後期高齢者医療制度につきましては、国の有識者による社会保障制度改革

国民会議において取りまとめられた平成 25 年８月の『社会保障制度改革国

民会議報告書』において、「現行制度を基本としながら、実施状況等を踏まえ、

必要な改善を行っていくことが適当」とされ、現在、制度が存続されている

ところです。 

 

○ 本制度は、国の制度設計のもとで全国一律の医療保険制度として、保険者

である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、本府としては、後期

高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用していくことが重

要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携しつつ、必要な改善

点があれば、国に対し改善を求めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１７．後期高齢者医療制度 

２．医療費の窓口負担増は元に戻し、引き上げないこと。  

 

（回答） 

○ 後期高齢者医療制度については、国の制度設計のもとで全国一律の医療保

険制度として、保険者である後期高齢者医療広域連合が運営するものであり、

制度の設計・維持に責任を負う国が、万全の措置を講じるべきであると考え

ています。 

 

○ 本制度は、現役世代と高齢者で、共に支えあう制度として導入されたもの

であり、医療費のうち、窓口負担を除いて、約４割は現役世代の負担（支援

金）となっているところ、令和４年度から、団塊の世代が 75 歳以上となり

始め、大きく被保険者が増加するとともに医療費の増大が見込まれ、今後も

現役世代の負担が拡大していく見通しとなっていたことから、令和４年 10

月 1 日に、所得に応じた新たな医療費の窓口負担の区分として、令和７年９

月 30 日までの間は配慮措置を設けたうえで、２割負担が導入されたところ

です。 

 

○ 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用

していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し

つつ、必要な改善点があれば、国に対し改善を求めてまいります。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１７．後期高齢者医療制度 

３．当面、保険料は生活保護基準の 1.5 倍までは免除し、漸減方式にするこ

と。 

４．保険料と一部負担金の減免制度を拡充すること。  

 

（回答） 

○ 後期高齢者医療制度の保険料や一部負担金の減免制度については、高齢者

の医療の確保に関する法律に基づき、保険者である大阪府後期高齢者医療広

域連合が条例等で定めて運用しているところです。 

 

○ 本府においては、保険料軽減額について、法定の割合により負担しており、

法定の負担以外に、独自の保険料減免措置等に対する財政支援を行うことは

考えておりません。 

 

○ 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用

していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し

つつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療

広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善

を求めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

 健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１７．後期高齢者医療制度 

５．年金からの天引きはやめること。  

 

（回答） 

○ 後期高齢者医療制度の保険料の納付については、高齢者の医療の確保に関

する法律及び同法施行令の規定により、原則として、年金からの天引きによ

り納付していただくこととされていますが、保険料を口座振替により納付す

る旨の申し出をした方のうち、保険料の徴収を円滑に行うことができると市

町村が判断した方については、口座振替による納付が可能となっております。 

 

○ このため、保険料徴収事務を担当する市町村に対しては、国からの事務取

扱に係る通知等に基づき、適正な取扱いを行うよう助言しているところです。 

 

○ 本府としては、高齢者が安心して医療にかかれるよう、適切に制度を運用

していくことが重要と考えており、大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し

つつ、制度の趣旨に留意し、適切に運用されるよう、大阪府後期高齢者医療

広域連合に対し助言を行うとともに、必要な改善点があれば、国に対し改善

を求めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１７．後期高齢者医療制度 

６．短期証の発行はしないこと。 

７．滞納者への制裁措置はやめ、保険証は無条件で交付すること。  

 

（回答） 

 

○ 後期高齢者医療制度における短期被保険者証（短期証）については、マイ

ナンバーカードと健康保険証の一体化に係る令和６年 12 月２日施行の高齢

者の医療の確保に関する法律の一部改正により、被保険者証が廃止されたこ

とに伴い、短期被保険者証についても、同日以降は新規交付が行われないこ

ととされています。 

 

○ 保険料の収納の確保は、制度を維持するため、運営上不可欠なものであり、

被保険者間の負担の公平を図り、支援金等を負担している現役世代の理解を

得る観点からも重要です。 

 

○ そのため、当該法改正に際しては、保険料を滞納している被保険者に対し

て、電話、訪問等による滞納保険料の納付催促や電話、窓口等において滞納

保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けるなど、保険料の納付に資する

取組を行うこととされています。 

 

○ 本府としては、大阪府後期高齢者医療広域連合と府内市町村が連携し、府

内全域で整合性のある保険料収納対策に取り組むことにより、保険料の確実

な収納が図られるよう、必要な助言に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

５．学校現場からいじめ・暴力・体罰を一掃すること。 

（回答） 

○ いじめは、重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に

努めなければならないと認識しており、未然防止のために、子どもたちがク

ラス集団や自主活動の集団の中で信頼と協調に基づく人間関係を築き、規律

を守る力やコミュニケーション力を育んでいくための取組みを総合的に推進

していくことが必要であると考えています。 

  体罰は、決して許されない行為であり、子どもの人間としての尊厳を傷つ

け教育的効果を損ねるばかりでなく、学校に対する保護者や地域の信頼を著

しく損なうことにつながります。また、体罰は子どもに身体的・精神的な苦

痛を与え、周囲の子どもにも恐怖心や不安感など悪い影響を及ぼします。こ

れまでも各学校において、「体罰防止マニュアル（改訂版）」を活用した研修

を実施するなど、教職員に対し指導の徹底を図ってきたところです。 

  府教育庁といたしましては、課題にしっかりと向き合い、学校現場と力を

合わせて取り組んでいくことが重要であると考えています。 【高等学校課】 

 

○ いじめは、重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に

努めなければならないと認識しております。未然防止のために、子どもたち

がクラス集団や自主活動の集団の中で信頼と協調に基づく人間関係の中で、

規律を守る力やコミュニケーション力を育んでいくための取組みを総合的に

推進していくことが必要であると考えています。 

 

○ また、いじめや暴力行為等の問題行動に対しては、令和２年度より、「いじ

め虐待等対応支援体制構築事業」として、市町村教育委員会と協力しながら

生徒指導体制の充実や深刻な事案の迅速かつ適切な対応を図っているところ

です。 

  学校のいじめ対応については、令和元年度６月に、すべての教員が改めて

確認・見直しを行うよう「いじめ対応セルフチェックシート」を作成・配付

し、教員への周知を図りました。８月にはいじめ対応についての緊急校長研

修も行い、再度、法に基づいたいじめ対応について確認を行っています。 

  加えて、問題行動等への早期発見・早期対応を図るため、国事業を活用し、

スクールカウンセラーをすべての府内公立中学校に配置し、令和６年度から

は、全ての小学校にスクールカウンセラーを配置できるよう配置時間を拡充
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しました。さらに、スクールソーシャルワーカーについては、政令市・中核

市を除くすべての中学校区への配置をめざし、各市町村が主体的に配置でき

るよう、市町村への補助を行っています。 

  体罰は、決して許されない行為であり、子どもの人間としての尊厳を傷つ

け教育的効果を損ねるばかりでなく、学校に対する保護者や地域の信頼を著

しく損なうことにつながります。また、体罰は子どもに身体的・精神的な苦

痛を与え、周囲の子どもにも恐怖心や不安感など悪い影響を及ぼします。 

これまでも各学校において、「体罰防止マニュアル（改訂版）」等を活用し

た研修の実施など、教職員に対し指導の徹底を図ってきたところです。府教

育委員会としましては、今後とも、課題にしっかりと向き合い、学校現場と

力を合わせて取り組んで行くことが重要であると考えています。また、各市

町村教育委員会に対し体罰防止の徹底について指導してまいります。 

【小中学校課】 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

６．事実をゆがめたり戦争を美化する歴史教科書を採用しないこと。 

 

（回答） 

○ わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教

科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集さ

れた図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これ

に合格したものを教科書として使用することを認めることです。 

小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実

質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、

適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の

主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実

施していると認識しています。 

 また、教科書を採択する権限は、公立学校で使用される教科書については、

その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあり、国・私立学校で

使用される教科書については校長にあります。 

 なお、義務教育諸学校の教科書採択にあたっては、関連法令に則り、大阪

府教育委員会として大阪府教科用図書選定審議会の答申に基づいて、各市町

村教育委員会等の採択権者による採択が適正かつ公正になされるよう指導・

助言・援助を行っています。 

 今後とも、府教育庁として、法令等の定めに従い、適正かつ公正な採択が

なされるよう、採択権者に対する指導・助言・援助に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

７．アトピー児の給食対策など、児童生徒の症状にあわせたアレルギー性疾患

の対策をとること。 

（回答） 

○ 小・中学校の学校給食は、学校給食法に基づき、設置者である市町村が実

施しています。 

  医師により、食物アレルギーと診断された児童・生徒については、保護者

と学校が連絡を密にしながら、当日の給食の中から可能な限りアレルゲンを

除去した給食を実施するなどの対策を講じるよう指導しています。 

  また、令和４年3月に改訂した、「学校における食物アレルギー対応ガイド

ライン」を踏まえ、学校保健等担当指導主事等連絡会、学校給食・食に関す

る指導主管課長会議において、周知しているところです。 

  今後とも、各学校での取組みが推進されるよう、市町村教育委員会に対し、

指導や助言を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

８．差別・選別のつめこみ、習熟度別教育をなくし、規則押しつけの校則を

改めること。 

 

（回答） 

○ 大阪府教育庁としては、生徒の実態を踏まえ、個別・グループ別指導や学

習内容の習熟の程度に応じたきめ細かな指導等を通じて、学習指導要領に示

す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、それらを

活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの育成な

ど、「確かな学力」の育成と、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を育

むよう、府立学校を指導しています。 

  校則については、各学校がその実態に応じて定めています。令和４年度12

月の「生徒指導提要」の改訂も踏まえて、府立学校に対しては「府立学校に

対する指示事項」の中で、生徒等の意見を受け止め、守るべきもの、努力目

標というべきもの、生徒等の自主性に任せてよいもの等に整理し、絶えず見

直すとともに、その指導に当たっても、画一的な指導や行き過ぎた指導にな

らないよう留意し、懲戒規定についても見直すとともに、生徒等や保護者の

意識の変化に対応した生徒指導の工夫・改善を図るよう指導しています。 

  【高等学校課】 

 

○ 一人ひとりの子どもの学力を向上させるためには、子どもの個々の学習状

況に応じた、きめ細かな指導が必要であることから、府教育庁においては、

学校の課題や児童・生徒の学習の状況に応じた少人数・習熟度別指導を推進

しています。    【小中学校課】 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

10．民間からの公募校長の配置はやめること。 

（回答） 

○ 府教委では、魅力ある学校づくりをすすめるため、組織をまとめるマネジ

メント力と教育に対する熱意を持ち、柔軟な発想や企画力をいかした学校運

営や学校の課題解決をできる優れた人材を幅広く募集し、公立学校の校長に

任用しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教職員室 教職員人事課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

13．小・中学校の全教室と体育館を含むすべての施設にエアコンを設置する

こと。 

（回答） 

○ 学校施設の環境整備については、国における負担金や交付金制度を活用す

ることにより、学校教育の機会均等の確保と水準の維持向上が図られていま

す。 

 

○ 体育館等への空調設備については国の「空調設備整備臨時特例交付金（R7

から R15）」が創設されたことを受け、府教育庁から市町村に対して関係情

報の提供を行っています。 

 

○ また、全国施設主管課長協議会の国の予算に関する要望においては、空調

設備の設置・更新等については重点項目として国に要望しているところです。 

 

○ 引き続き、小・中学校の全教室と体育館を含むすべての施設にエアコンを

設置することに関しては、施設整備の推進に必要な情報を市町村と共有する

とともに、学校施設整備に係る国の財源確保をはじめ、補助要件の緩和、補

助率・補助単価の引き上げ等について、全国施設主管課長協議会や全国公立

学校施設整備期成会等、あらゆる機会を通じて、国への働きかけを行ってま

いります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 施設財務課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

14．個人情報保護条例を守り、宿泊を伴う校外学習に健康保険証のコピーの

提出を求めないとした通知を徹底すること。 

 

（回答） 

○ 平成 10 年６月 30 日付け通知により、府立学校長に対して、修学旅行等

の実施に際して、全児童生徒から健康保険証のコピーを提出させることのな

いよう指導しており、今後とも、周知徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

15．子どもの成長・発達を阻害し、教育の市場化につながる ICT 化や教育

DXは、慎重に行うこと。 

 

（回答） 

○ 児童生徒１人１台端末をはじめとしたＩＣＴ機器については、主体的・対

話的で深い学びを推進するとともに、個別最適化された学びを実現するため

のツールの一つであり、学びの質を向上させるとともに、学習の効率化にも

つながっています。 

  今後も国の動向をふまえながら、適切に検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

17．児童生徒の学校での怪我は立替払いなどをさせないこと。 

 

（回答） 

○ 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者

との契約により、学校の管理下における児童生徒等の負傷などについて、そ

の保護者に対して災害共済給付を行うものです。医療保険各法に基づく診療

に要する総費用額が一定基準以上のものに対し、本人負担分などを給付する

ものであり、立て替え払いをするものではありません。 

 

○ 災害共済給付については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16

条第１項に基づき行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 
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様式 ２ 

 

回      答 
 
団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を保障する

こと。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

18．夜間中学校・夜間高校を増設し、補食給食、交通費の支給など就学支援施策を充

実させること。 

（回答） 

○ 中学校夜間学級は、設置市教育委員会がその必要性に基づき二部授業の届出をする

ことになっています。大阪府においては８市に11校が開設されております。今後、

新たに設置を希望する市町村がある場合は、十分に協議してまいりたいと考えていま

す。 

  なお、就学支援施策については、夜間学級生徒の居住している市町村が独自に要綱

を定め、経済的支援が必要な生徒に就学援助を実施していただいているところです。 

国に対しては、学齢児童生徒に限られている現行の就学援助の制度が、夜間学級生徒

も対象となるよう制度の改善を要望しています。 

【小中学校課】 
 

○ 令和５年３月に策定した「府立高等学校再編整備計画（令和５年度から令和９年

度）」に記載しているとおり、近年の通信制高校への進学ニーズの高まりなどから、

特に夜間定時制の課程については小規模化が進んでおり、学校運営に支障が出るなど

課題が生じています。こうした状況や、中学校において不登校等を経験した生徒、全

日制の課程になじめない生徒、自己のキャリア形成において自由な時間帯での学びを

希望する生徒及び他の高校からの編転入学の生徒などの学びの場としての役割を踏

まえ、望ましい学習環境の確保に向けて対応方策を検討してまいります。 

【高校改革課】 

 

○ 夜間中学校の補食給食については、現在、４市５校において、設置者である市の責

任において実施されております。府と市町村の役割分担の観点から、その実施・運営

を市町村にお任せをすることとしたところです。 

 府教育庁として、補食給食を実施している市に対しては、その維持・継続について

お願いをしていくとともに、補食給食を廃止した市に対しては、その再開について、

毎年開催しております中学校夜間学級主管課長会の場などにおいて、引き続きお願い

をしてまいりたいと考えております。 

【保健体育課】 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高校改革課 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

20．子どもの権利条約を4原則（（１）生命、生存及び発達に対する権利、（２）

子どもの最善の利益、（３）子どもの意見の尊重、（４）差別の禁止）をふま

えて、子ども・市民に広報周知すること。 

 

（回答） 

○ 「児童の権利に関する条約」については、４つの原則（生命、生存及び発

達に関する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、差別の禁止）

や４つの権利（子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権

利）などが定められており、人権が尊重された教育を進めるうえで大切であ

ると認識しています。 

 

○ 令和元（2019）年には、子どもたちが本条約の趣旨を理解するとともに

人権尊重の大切さについて考えることを目的としたメッセージを、府教育長

から児童生徒へ送りました。 

 

○ また、「児童の権利に関する条約」の趣旨については「人権教育基本方針」

「人権教育推進プラン」に盛り込まれていることから、同方針・プランに基

づいた人権教育を学校等で推進するよう、府立学校・市町村教育委員会等に

周知しているところです。 

 

○ 今後とも条約の趣旨について、様々な場で発信してまいります。 

 

（回答部局課名） 

教育庁 人権教育企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（１）自治体として次のことを実現すること。 

22．自衛隊への修学旅行や職場体験学習はやめること。 

（回答） 

○ 修学旅行については、学習指導要領において、平素と異なる生活環境にあ

って、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を

築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことがで

きるようにすることと示されています。 

  そのため、府立学校においては、学習指導要領の趣旨を踏まえ、各学校が

定める教育目標に沿って計画されています。 

  生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業や仕事の実際について

体験したり、働く人々と接したりする学習活動である職場体験は、生徒が望

ましい勤労観、職業観を育むうえで重要です。 

  このため、府立学校においては、地域の状況や生徒のニーズ等を踏まえ、

各校に応じた職場体験活動を実施しているところです。 

【高等学校課】 

 

○ 学習指導要領総則第1の1にも示されている通り、教育課程の編成権は学

校にあるため、修学旅行や職場体験等の体験活動の実施については、各学校

により判断されるものと考えます。 

  職場体験については、中学校学習指導要領において、「自然体験や職場体験

活動，ボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動などの体験

活動，観察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積極的に取り

入れること。」と示されております。 

  職場体験等の体験活動の実施などにあたっては、各中学校において、地域

や学校の実情等に応じて主体的に教育課程の編成を行っているところです。 

  府教育庁といたしましても、市町村教育委員会に対し、職業講話や職業体

験等、実社会とのつながりを感じられる体験活動を通じて、働くことの意義

や目的を理解できるように創意工夫を図るよう指導助言を行っております。

【小中学校課】 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（２）就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。 

３．府は、直接申請の道を閉ざしている自治体には、その道を開くよう自治

体に指導すること。 

４．申請受理は年間を通じて行い、申請時期にかかわらず年間分を支給する 

こと。 

 

（回答） 

○ 就学援助の申請方法については、学校長を経由して市町村教育委員会へ提

出する方法、直接保護者が市町村教育委員会に提出する方法、あるいはそれ

らを併用する方法等があり、それぞれの市町村の実情に合わせて実施主体で

ある市町村が決定することとなっています。 

また、国においても、申請方法等については実施主体である市町村が決め

ることであるとしています。ご理解をお願いします。 

  就学援助の申請手続き等については、毎年、市町村に対し、国から文書に

より指導されています。この中で、年度途中において就学援助を必要とする

児童・生徒がある場合には、速やかに認定し必要な援助を行うこととされて

います。 

府教育庁としては、市町村に対し、就学援助事務が適正に処理されるよう

通知しています。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

 

 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（２）就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。 

６．就学援助は保護者の申請にもとづいて教育委員会の責任で認定し、大阪

市は区役所に窓口を設け、区長認定を復活させること。 

（回答）※下線部所管外として回答 

 

○ 保護者から申請された就学援助の認定については、各市町村教育委員会の

責任で行っています。 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 

 



 - 131 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（２）就学援助の適用と拡大について自治体として実現すること。 

10．学校保健安全法による医療給付を完全実施し、医療券は迅速に発行する

こと。 

 

（回答） 

○ 学校保健安全法第 24 条に基づく医療給付については、地方公共団体が感

染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病で、政令で定められている

ものについて、その治療のための医療費の援助を行うこととされています。 

 

○ 医療券については、学校保健安全法に基づき設置者において適切に発行し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（３）就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。 

１．義務教育は完全無償化とすること。 

２．準要保護世帯分は国庫負担とすること。 

 

（回答） 

○ 就学援助制度は、経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して教育の

機会均等の精神に基づき、義務教育の円滑な実施を確保する上で大きな役割

を果たしているものと認識しています。 

 

○ 準要保護児童生徒援助費補助金については、平成 17 年度以降、国の補助

制度が廃止され、市町村に対しては地方交付税が措置されています。 

 

○ 府教育庁としては、市町村において十分な財源が確保され、必要な就学援

助を行えるよう、今後とも国に要望します。 

 

○ また、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、今後とも、必要

な財源につきましては、国の責務として保障するよう要望します。 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（３）就学援助に関して国に対し次のことを要求すること。 

３．アトピーや喘息など学校保健安全法にもとづく学校病を拡大すること。 

（回答） 

 

○ ご要望の適用疾病の拡大については、国に対して要望してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（４）大阪府立高等学校･大学、私立高等学校について 

２．入学金滞納世帯の入学取り消しはやめ、教科書などの学校徴収金、日本

スポーツ振興センター共済掛金は無償化すること。 

 

（回答） 

○ 入学料は、学校の提供する諸種の便益を受ける生徒としての地位を取得す

るために一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続

き、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を併せ有するものです。 

  このため、入学前に納付いただいていますが、災害などの特別事情で、ど

うしても納付することが困難な場合のために、納付期限の延期制度を導入す

るとともに、個別相談を実施し、奨学金などの修学支援制度の活用など、き

め細かな助言、指導を行っています。 

  このような個別相談や納入指導にも応じず、どうしても納付がされない場

合は、聴聞などの適正な手続を経たうえで、入学許可を取消すことができる

こととなっています。 

  学校徴収金は、学校教育活動を遂行する上で必要な費用であり、教材費及

び校外学習並びに修学旅行にかかる費用などは、受益者負担として生徒・保

護者が負担することが適当な費用の実費相当額を徴収しているものですの

で、ご理解をお願いします。 

【施設財務課】 

 

○ 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校設置者

との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害について、その保

護者に対して災害共済給付を行うもので、その運営に要する費用を、国、学

校の設置者、保護者の三者が負担する互助共済制度です。 

  保護者から徴収している掛金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター

法第１７条４項に基づくものであり、無償化することは困難です。 

【保健体育課】 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

教育庁 施設財務課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（４）大阪府立高等学校･大学、私立高等学校について 

３．入学金についても無償とすること。 

（回答） 

○ 入学料は、学校の提供する諸種の便益を受ける生徒としての地位を取得す

るために一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続

き、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を併せ有するものです。 

○ 大阪府の授業料無償化制度においても、国の就学支援金制度に上乗せした

授業料支援制度として実施しており、ベースとなる国の制度が入学料を支援

の対象としていないため、現時点で、入学料を無償とすることは困難です。 

【施設財務課】 

 

○ 私立高校等授業料無償化制度は、国の就学支援金制度に上乗せして実施し

ており、ベースとなる国の制度において、入学金は支援の対象とはしていま

せん。授業料は、毎年約63万円、３年間で合計約189万円必要であるのに

対して、入学金は入学時の 1回限りで約 20 万円となっており、入学金を補

助対象とすることは考えていません。 

  なお、入学時の資金調達に不安のある世帯に対しては、府育英会の無利子

の貸付制度である「入学時増額奨学資金」などを用意しており、令和 7 年 4

月 1 日以降に高等学校等に入学する生徒から、貸付限度額を増額するととも

に所得要件も緩和しています。 

【私学課】 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 施設財務課 

教育庁 私学課 

 

 

 



 - 136 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（５）幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。 

１．公立幼稚園は民営化・廃止しないこと。幼稚園の 3 年保育をすべての自

治体（園）で実施すること。 

 

（回答） 

○ 幼稚園は地域に密着した教育機関であることから、地域の実情に応じてそ

の充実が図られてきたところであり、就園保障については、一義的には市町

村において総合的な観点から有効な方策を確立していくことが望ましいと考

えています。 

 

○ 国においては、平成 27 年度に施行した「子ども・子育て支援新制度」に

より、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の

向上を進めています。 

 

○ 府教育庁としては、今後とも、国の動向を踏まえて、市町村教育委員会が、

それぞれの地域の実情に応じて幼児教育の充実を図るとともに、将来の動向

を見極めながら、長期的視点に立って適切に対処するよう働きかけます。 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回     答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（５）幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。 

２．奨学資金と入学準備金貸付制度をつくり、必要なすべての人に貸し付け

ること。入学準備に間に合うように手続きは簡単なものにすること。 

３．給付制の奨学金を拡大すること。 

（回答） 

○ 公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向

学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金

及び入学資金の貸付を行っております。 

奨学資金貸付については、「授業料実質負担額にその他教育費として10万

円を加えた額」を年貸付限度額として、年収めやす800万円未満までの世帯

に貸付を行っています。また、私立高校生等に対する貸付のうち年収めやす

800万円以上1,000 万円未満までの世帯については、24万円を年貸付限度

額として貸付を行っています。 

なお、入学資金貸付については、R7年度以降に入学する生徒から、所得基

準額を引き上げ、年収めやす800万円未満世帯まで貸付対象を拡大したとこ

ろです。同資金の貸付については、学校への入学金等の納入時期に合わせた

貸付が行えるよう、できる限り手続きを簡素化し、より迅速な対応に努めて

います。また、平成 25 年度新入生の申込みからは、従前時期が異なってい

た入学資金貸付と奨学資金貸付の申込みを一本化することにより、利用者の

申込手続きにかかる負担軽減を図ったところです。 

  公益財団法人大阪府育英会において、教育の機会均等を保障するため、向

学心に富みながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対し、奨学資金

及び入学資金の貸付を行うとともに、給付制の奨学金についても、平成 23

年度に特定企業からの寄附金を原資とした給付型奨学金を創設しました。さ

らに、平成 26 年度には広く府民からの寄附金を原資とした給付型奨学金も

創設し、給付人数を増やすなど制度の充実を図っています。 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 私学課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（５）幼稚園、高等学校、大学に関して自治体として次のことを実現すること。 

４．「日の丸・君が代」を学校現場に押しつけないこと。 

 

（回答） 

○ 国旗掲揚、国歌斉唱につきましては、学習指導要領に基づくとともに、「大

阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」

の趣旨を踏まえ、適切に実施されるよう府立学校及び市町村教育委員会を指

導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 高等学校課 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（６）国に要求すること。 

１．全国いっせい学力テストを実施しないこと。 

 

（回答） 

 

○ 全国学力・学習状況調査は、文部科学省を実施主体、市町村教育委員会を

参加主体として実施されるものであり、府教育庁が実施するかどうかを言及

する立場にありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（６）国に要求すること。 

２．教科書の無償制度をつづけること。教科書検定は民主的に実施すること。 

 

（回答） 

○ 義務教育諸学校で使われている教科書の無償給与制度は、昭和 37 年「義

務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」により制定されたものであ

り、昭和 38 年度から段階的に実施され、昭和 44 年度には小・中学校の全

学年で実施となり、現在に至っています。 

この制度は、国民の間に深く定着しており、日本国憲法第 26 条に掲げる

義務教育無償の精神をより広く実現する施策として高く評価されているとこ

ろです。 

  わが国では、学校教育法により、小・中・高等学校等の教科書について教

科書検定制度が採用されています。教科書の検定とは、民間で著作・編集さ

れた図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これ

に合格したものを教科書として使用することを認めることです。 

小・中・高等学校等の学校教育においては、国民の教育を受ける権利を実

質的に保障するため、全国的な教育水準の維持向上、教育の機会均等の保障、

適正な教育内容の維持、教育の中立性の確保などが要請されており、教科の

主たる教材として重要な役割を果たしている教科書について、国が検定を実

施していると認識しています。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（６）国に要求すること。 

３．給付制の奨学金を拡大すること。 

（回答） 

○ 給付制の奨学金については、低所得者世帯の授業料以外の教育費負担を軽

減するため、国による授業料支援制度の見直しの中で国の補助事業として、

高校生向けの「奨学のための給付金」制度が平成26年度に創設されました。 

 

○ この制度は、平成 26 年度以後に入学した生徒を対象に、全国の都道府県

ほぼ一律の制度運用で実施されています。また、令和２年度より、保護者の

失職等の家計急変により収入が激減し、道府県民税所所得割及び市町村民税

所得割が非課税相当と認められる世帯につきましても給付の対象となりまし

た。 

 

○ さらに、毎年度、生活保護（生業扶助）受給世帯を除く道府県民税所得割

額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯の区分における給付額が増額改定

されており、国公立の高等学校等の場合、令和７年度の各区分の給付額は次

のとおりとなっています。 

 （１）生活保護世帯 32,300円 

 （２）住民税所得割額が非課税の世帯143,700円 

（４）住民税所得割額が非課税の世帯の通信制の課程に在学する生徒

50,500円 

 

○ 今後とも国の動向を注視しながら、国への要望など制度改善に向けて取組

んでまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

 教育庁 施設財務課 

 

 

 



 - 142 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１８．憲法と子どもの権利条約に基づく民主教育を確立し、教育の機会均等を

保障すること。 

（６）国に要求すること。 

４．道徳科は廃止すること。 

 

（回答） 

○ 学校教育法施行規則 第四章 小学校 第二節 教育課程 第五十条にお

いて「小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工

作、家庭、体育及び外国語の各教科（以下この節において「各教科」という。）、

特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動に

よつて編成するものとする」、第五章 中学校 第七十二条には、「中学校の

教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭

及び外国語の各教科（以下本章及び第七章中「各教科」という。）、特別の教

科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものと

する」と示されているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 

 

 



 - 143 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

１．公営住宅に入居できない低所得者・高齢者に対して家賃補助をすること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者が安心して住まい

を確保できるよう、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅であるセー

フティネット住宅を活用した家賃低廉化にかかる国の補助制度について、市

町村や居住支援法人等を対象とした研修会において制度活用事例の紹介を行

うなどの取組を進めております。 

今後も、市町村や居住支援を行う団体等と連携しながら、住宅確保要配慮者

が安心して住まいを確保できる環境整備に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 居住企画課 

 

 



 - 144 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

２．生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被

災・罹災世帯に対し、住宅を保障すること。 

（回答）※下線部について回答 

○ 大規模災害発生により、災害救助法を適用した場合は、住家が全壊等をし

た方の中で、自らの資力では住宅を確保できない方に対し、応急仮設住宅等

の供与を行います。 

また、準半壊以上の被害があり、自らの資力では応急修理をすることがで

きない方に対しては、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分

の応急修理や雨漏りを防ぐなど緊急の修理を行うことで、引き続き元の住家

に居住ができるよう支援します。 

（回答部局課名） 

危機管理室 災害対策課 

 



 - 145 - 

様式 ２ 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

２．生活困窮のために家を失った世帯に対し住宅を保障すること。また、被災・

罹災世帯に対し、住宅を保障すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、生活困窮者や被災者等の住宅確保要配慮者が安心して住まい

を確保できるよう、住まい探しの相談等に応じる居住支援法人の指定を進め

るとともに、Osakaあんしん住まい推進協議会を設立し、府民の方々から住

まいに関するさまざまなご相談に応じております。 

また、地域の実情に応じた居住支援体制の構築を促進するため、令和４年度

より、市区町村単位での居住支援協議会設立に向けた取組に対する補助を行っ

ています。居住支援協議会の設立を検討する居住支援法人等が体制整備を進

め、令和５年２月には吹田市で、令和６年２月には守口市で、令和７年３月に

は堺市で、同年４月には八尾市で、居住支援協議会が設立されました。現在、

令和３年度以前に居住支援協議会を設立した豊中市、岸和田市、摂津市を合わ

せて、７市で居住支援協議会が活動しており、各地域で住宅確保要配慮者への

入居支援や情報提供等を行っています。 

引き続き、本補助制度を活用しながら、府内市町村における協議会設立に

向けた取組を支援してまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 居住企画課 

 

 



 - 146 - 

様式 ２ 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

３．高齢者向け民間住宅を行政の責任で借り上げること。 

 

（回答） 

 

○ 大阪府では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において安心して暮らせ

るよう、サービス付き高齢者住宅をはじめとする高齢者向け住宅を供給する

など住まいの確保に向けた取組を進めています。 

また、高齢者等の住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できるよう、住

宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の登録促進を行って

います。 

さらに、令和７年10月に改正住宅セーフティネット法が施行され、居住支

援法人等が、住宅確保要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な

福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅の認定制度が創設されまし

た。 

引き続き、高齢者のニーズ等に応じて、適切に住宅の確保が図られるよう努

めまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 居住企画課 

 

 

 



 - 147 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

４．民間住宅も含め、住宅や居住者の実態調査を行い、その調査に基づく公

営住宅施策を講じること。 

 

（回答） 

○ 令和３年 12 月に改定した「住まうビジョン・大阪」において、今後の住

生活に関する政策がめざすべき目標、政策の枠組みや施策展開の方向性を示

しており、これに基づき施策を展開しています。 

なお、本ビジョンは、大阪府内の住まいと居住者の実態に関して、住宅・土

地統計調査等の統計データの分析を行い、その結果を大阪府住宅まちづくり

審議会（現・大阪府住生活審議会）に示し、民間賃貸住宅ストックを住宅セ

ーフティネットとして活用するための施策とともに、公的賃貸住宅のあり方

について議論いただいたうえで得た答申を踏まえ改定しております。 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 居住企画課 

 

 



 - 148 - 

様式 ２ 
 

回      答  
 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 
 
（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（２）生存権としての住宅保障について 

５．高齢者や障がい者などが安心して住める、ケアハウスのような公的な住宅施策を

講じること。 

（回答） 

○ 大阪府では、「住まうビジョン・大阪」に基づき、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅と

いった住宅ストック全体を活用して居住の安定確保を図っています。 

 

○ 府営住宅においては、高齢者が安心して生活ができるよう、大阪府と市の共同事業

として、大阪府がバリアフリー対応や緊急通報ボタンなど高齢者に配慮した設備・仕

様を備えた住戸を整備し、市（福祉部局等）がその住戸の入居者に生活援助員を派遣

して生活相談、安否の確認や緊急時の対応等の福祉サービスを提供する「シルバーハ

ウジング」を、令和７年３月末時点で、13 市 14 団地において 420 戸を供給して

います。市営住宅においても５市35団地において761戸が供給されています。 

 

○ また、障がい者に対しては、府営住宅において、車いす常用者が支障なく日常生活

を送れるよう設計された車いす常用者世帯向け住宅として、「MAI ハウス」や「身

体障がい者向け改善住宅」等を整備しており、令和７年３月末時点で、36 市 206

団地において1,069戸を供給しています。 
 

○ 民間賃貸住宅においては、一定のバリアフリー構造等を有し生活を支援するサービ

スが付いたサービス付き高齢者向け住宅の登録を行っており、令和７年11月末時点

で33市５町において853件 33,359戸が供給されています。また、高齢者や障が

い者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の登録促進を

行っており、令和７年11月末時点で33市７町において4,264件 44,686戸が登

録されています。また、令和７年10月に改正住宅セーフティネット法が施行され、

居住支援法人等が、住宅確保要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な

福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅の認定制度が創設されたことを受

け、今後一層の居住支援体制の充実に向け取り組んでまいります。 
 

○ 引き続き、高齢者や障がい者等のニーズに応じて、適切に住宅の確保が図られるよ

う努めてまいります。 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 居住企画課 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課（波線部について回答） 

 



 - 149 - 

様式 ２ 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

７．収入申告時の課税証明は無料とすること。 

（回答） 

○ 課税証明は市町村が発行するものであり、その手数料は市町村が定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課 

                 

 



 - 150 - 

様式 ２ 

 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

 ８．駐車場使用料は引き下げること。外来者用も含めた駐車場を確保し、運

営は住民(居住者）合意による民主的管理とすること。 

（回答） 

○ 府営住宅の駐車場使用料は、大阪府営住宅条例において、「近傍同種の駐車

場の料金水準を考慮して規則で定める額」と定められています。 

  現在の使用料は、平成 28 年度に実施した、民間や公的賃貸住宅の駐車場

を対象とした、近傍同種の駐車場の料金水準調査結果を踏まえて、平成 29

年 10月１日に改定したものです。 

 

○ 府営住宅の駐車場は、原則、入居者用として整備されたものですが、近年

の高齢化等を受け、入居者の方への介護等の支援を行う目的で駐車場を利用

（月極めでの有償利用）できる制度や、コインパーキングや事前に予約して

駐車場を一時利用できる予約駐車場サービスの導入を順次進めており、外来

者用としてはこれらを利用いただいております。 

なお、コインパーキング等の設置に関しては、設置位置などについて自治会

の皆さまと協議の上で整備しております。その運営については、大阪府が公募

で選定した事業者が担い、地方自治法に規定する行政財産の使用許可に基づき

運営を行うこととなります。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 

 



 - 151 - 

様式 ２ 

 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

 ９．退去時の現状回復については自治体負担とすること。 

 

（回答） 

○ 府営住宅の退去時の原状回復にかかる費用については、府営住宅の家賃が、

これらの通常損耗費を含んでいない低廉な家賃であることや、建物の築年数

を勘案する経過年数係数により建物劣化に応じて減額することから、退去時

に負担を求める必要性があり、府営住宅条例第 15 条及び第 22 条第１項第

２号に、退去時に負担を求める費用として「障子及びふすまの張り替え、ガ

ラスのはめ替え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用」と規

定されています。 

 

○ また、入居者は、入居時に大阪府営住宅条例を遵守し、退去時の原状回復

等については、特記事項に掲げるとおり「３ 大阪府営住宅条例第 22 条第

１項第１号の規定に基づき、退去の日の 30 日前までに住宅返還届を知事に

提出し、住宅の検査を受けること。」、「４ 退去する際に、入居者が自ら行っ

た模様替え又は増築については自らの費用負担で原状回復するとともに、障

子及びふすまの張り替え並びに畳の表替えに要する費用のほか、３の検査の

結果に基づき、入居期間中の建具等の汚損又は毀損の修復又は新調に要する

費用を負担すること。」を承諾した請書を提出していただいております。 

 

○ また、入居者に、入居時に配布している「大阪府営住宅 住まいのしおり」

にも、退去時の手続きについて記載したページに、原状回復・損害賠償義務

として、「府営住宅は府民共通の財産ですので、退去時には退去者の負担で原

状回復する義務があります」と明記し、上記請書の特記事項と同様の内容を

記載しております。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 

 



 - 152 - 

 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

10．車椅子専用住宅への入居の際、障がいの実態に伴った改修を入居までに

行うこと。 

 

（回答） 

○ 府営住宅の車いす常用者世帯向け住宅は、「MAI ハウス」、「身体障がい者向

け改善住宅」及び「身体障がい者向け住宅」の３種類があります。 

 

○ 「身体障がい者向け改善住宅」「身体障がい者向け住宅」については、新築・

空き家入居者募集時の「総合募集のご案内」に記載のとおり、入居される方

に合わせた設備等の改善・調整は行っておりませんが、「MAI ハウス」につい

ては入居される方に合わせて手すりや流し台、洗面化粧台等の一部設備につ

いて調整を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 



 - 153 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

14．住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて 

イ．住宅の補修、増改築及び建て替えは、入居者の要望・意見をよく聞い 

て、民主的におこない、移転は実費を公費で負担すること。 

（回答） 

○ 府営住宅の増改築事業につきましては、平成 14 年 12 月をもちまして事

業完了いたしました。 

現在は「大阪府営住宅ストック総合活用計画（令和３年12月策定）」に基

づき、住戸内バリアフリー化事業及び中層エレベーター設置事業を実施して

います。 

 

○ 住戸内バリアフリー化事業は空家または在宅で行う事業であり、在宅の場

合は入居者の同意を得た上で事業実施しております。 

 

○ 府営住宅の建て替えに際しては、説明会などの場で、入居者の方々と協議

しながら進めているところです。 

 

○ 移転費につきましては、建て替え等の場合、実情を踏まえた一定額をお支

払いしているところです。 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 住宅整備課 

 

 



 - 154 - 

 

様式 ２ 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

 14．住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて 

  ロ．住居保障の観点から、修繕・補修の公費負担の範囲を拡大し、高齢化

にともなう対策を講じること。 

 

（回答） 

○ 高齢者の方々をはじめ誰もが安心して暮らしていただけるよう、「大阪府営

住宅ストック総合活用計画（令和３年12月策定）」に基づき、住戸内や地域

住民等の交流の拠点となる集会所等のバリアフリー化を進めます。 

 

○ そのうち、「住戸内バリアフリー化事業」といたしまして、既存のバリアフ

リー化されていない住戸を対象に、入居者からの要望等を踏まえて、床段差

の解消や手すりの設置などを引き続き進めます。 

 

○ また、地域住民等の交流の拠点となる集会所や住棟へのアプローチ、主要

な通路など団地敷地内の入居者が頻繁に利用する箇所の段差解消等を図るな

ど、団地全体のバリアフリー化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 



 - 155 - 

様式 ２ 

 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

14．住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて 

  ハ．築後 20 年以上の建物の壁の補修、雨漏り対策などは優先的に実施す

ること。 

（回答） 

○ 外壁の補修及び雨漏り対策の実施については、予算の範囲内で、年数が古

い住棟から順次、計画修繕として外壁改修及び屋上防水改修を実施していま

す。 

  また、雨漏れ等で緊急を要する場合は、各管理センターにおいて、一般修

繕で対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 

 



 - 156 - 

様式 ２ 

 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

 14．住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて 

  ニ．住宅の住棟番号の補修や街灯設置などの補修・管理は、住民の安全を

図る観点から、速やかに行うこと。 

（回答） 

○ 府営住宅においては、施設の安全性確保や事故の未然防止を図るため、法

定点検及び府が定めた施設安全点検を実施しており、点検の結果、修繕又は

処置を要するものについては、適宜修繕等を実施しています。 

 

○ なお、日常的な修繕・維持管理には、入居者の負担で行うものと、府の負

担で行うものがあり、その負担区分については、入居者に配布している「大

阪府営住宅住まいのしおり」に記載の通りです。 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 



 - 157 - 

様式 ２ 

 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

 14．住宅の修繕・補修、増改築及び建て替えについて 

  ホ．経年劣化や耐用年数を超える古い住宅設備は、居住者の負担なく交換

すること。 

（回答） 

○ 府営住宅の設備の修繕等に係る費用については、大阪府営住宅条例第 15

条及び第16条に、入居者に負担していただくものと規定されています。 

 

○ また、入居時に配布している「大阪府営住宅 住まいのしおり」の修繕・維

持管理負担区分表には、具体的に入居者に負担していただく項目を記載して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課 

 

 



 - 158 - 

様式 ２ 

回      答  

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（３）公営住宅について 

17．集会所の使用は集会所運営要綱にもとづいて指導、是正すること。 

（回答） 

○ 集会所は、府営住宅入居者相互の親睦や福利厚生に資するためのものであ

り、府営住宅の入居者は、原則として特定の政治活動、宗教活動、選挙運動

や営利活動等の集会所管理要綱で禁止されている事項以外については自由に

利用できます。 

  

○ 集会所の運営につきましては、入居者による集会所運営委員会等が自主的

に行っていますが、使用に関し、指摘があった場合は、集会所管理要綱等に

照らして、集会所運営委員会等に対して、適切な指導を行ってまいりたいと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課 

                 

 



 - 159 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

１．公共下水道を完備すること。震災対策として耐震性貯水槽を必要なだけ

つくること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 市町村においては、当該市町村区域における消防を十分に果たすべき役割

を有していることから、耐震性貯水槽をはじめ、消火栓、プールやビルの受

水槽などの人工水利、河川やため池などの自然水利の活用など、多様な消防

水利の確保に努めています。 

 

○ 府においては、市町村からの耐震性貯水槽を含む消防防災施設の整備に関

する補助金の要望を取りまとめ、消防庁に提出する事務を所管しています。

今後とも引き続き、災害発生時に住民の安全・安心を確保するため、国庫補

助金の活用により耐震性貯水槽などの消防施設の充実強化が図られるよう取

り組んでまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

危機管理室 消防保安課 

 



 - 160 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

１．公共下水道を完備すること。震災対策として耐震性貯水槽を必要な だ

けつくること。 

 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 令和６年度末における大阪府内の下水道普及率は 97.３％であり、全国で

３番目に高い普及率となっています。 

 

○ 今後も更なる下水道の普及に向け、市町村と連携しながら取り組んでまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 下水道室 事業課 

 

 



 - 161 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

イ．夜間も使用できるグラウンド 

（回答） 

○ 府営公園における夜間利用を伴う施設（フットサルコートやテニスコート

など）については、騒音問題などが発生する可能性があることから、設置場

所や利用時間など、地域住民へ一定の配慮を行いながら、管理運営を行って

います。引続き、利用者ニーズや地域特性も十分に考慮しながら、必要な対

応に取組んでいきます。 

（回答部局課名） 

都市整備部 公園課 

      

 



 - 162 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

ロ．多目的ホール 

 

（回答） 

 

○ 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の管理・運営

については、指定管理者制度を導入しており、同センターの利用料金の額は、

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例でその上限金額を定め、その額

の範囲内で知事の承認を得て指定管理者が定めています。 

 

○ なお、ドーンセンターのさらなる利便性の向上に向け、平成２８年度から

は、開館時間の延長、祝日開館、空き会議室の直前割引、中高生への自習室

開放などを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

府民文化部 男女参画・府民協働課 

 

 



 - 163 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

  ロ．多目的ホール 

 

（回答） 

 

○ 府立労働センターにおける多目的ホールの利用料金については、大阪府立

労働センター条例に基づき、指定管理者が府と協議の上、適切な金額を定め

ております。受益者負担の原則から無料にすることは困難です。 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

 

 



 - 164 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完備し、内容

を充実し、低料金または無料にすること。 

ハ．スポーツセンター  
（回答） 

○ 大阪府立体育会館、大阪府立門真スポーツセンター、大阪府立臨海スポーツセンター、

大阪府立漕艇センターの管理運営については、指定管理者制度を導入しており、各施設

の利用料金の額は、条例でその上限金額を定め、指定管理者が府と協議の上、適切な金

額を定めております。受益者負担の原則から無料にすることは困難です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育振興室 保健体育課 

  
 

 



 - 165 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完備し、内容

を充実し、低料金または無料にすること。 

ニ．図書館 

 

（回答） 

○ 身近な地域において利用いただけるよう、府内すべての市町村で図書館・図書室が設

置されています。 

 

○ 府教育庁では、市町村図書館が充実した図書館サービスを提供できるよう、図書の協

力貸出しや巡回車輌による搬送、職員研修などの支援を行っています。 

  

○ なお、公立図書館においては図書館法にもとづき、無料で図書館資料をご利用いただ

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 地域教育振興課 

 

 



 - 166 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

ホ．総合病院・救急医療施設 

 

（回答） 

○ 急速な高齢化に伴う医療ニーズの変化に対し、限りある医療資源で対応し

ていくためには、一般的な外来受診は身近な診療所が担い、高度かつ専門的

な医療サービスを提供する機能は大病院が担うという医療機関の適切な役割

分担を図ることが必要です。 

本府としましては、引き続き、医療関係者等と連携しながら、府域におけ

る適切な医療の提供に努めてまいります。 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

 

 



 - 167 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

へ．養護（特別養護）老人ホーム、デイケア、ショートステイ、高齢者のつ

どえる場 

 

（回答） 

○ 市町村長が指定や指導権限を有すること等を特徴とし、高齢者が住みなれ

た身近な地域で継続して生活することができるよう創設された地域密着型サ

ービスについて、市町村が地域の実情に応じて見込んだサービス量に対応す

る基盤整備が図られるよう、大阪府地域医療介護総合確保基金事業等におい

て市町村に間接補助を行い、広域型施設については大阪府老人福祉施設整備

補助事業にて直接補助を行う等、財政的支援に努めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

 

 



 - 168 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

ト．子どもが安全に遊べ、交流できる広場や公園 

（回答）※下線部について回答 

○ 府営公園は、子どもからお年寄りまでの幅広い世代の方々に、自然とのふ

れあいや、スポーツ・レクリエーション、健康づくりなどの場として活用さ

れています。 

 

○ 今後とも、子どもをはじめ、誰もが安全に遊べ、交流できる府営公園の整

備・管理を進めていきます。 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 公園課 

 



 - 169 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

チ．児童館、学童保育を拡充し、当面、空き教室や校庭、プール等の利用が

できるようにすること。 

 

 

（回答） 

○ 児童館、放課後児童クラブの利用料金の設定や利用する施設等につきまし

ては、地域の実情に応じて、国が定める運営方針を踏まえ、市町村により適

切に判断されるものと考えております。 

 

○ なお、児童館の整備については、国から市町村に対し直接交付される交付

金制度の対象となっています。 

 

○ 放課後児童クラブについては、整備や運営に要する経費について、国制度

に基づき、府として所定の負担分について市町村に対し支援を行っていると

ころです。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 

 

 



 - 170 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完備し、内容

を充実し、低料金または無料にすること。 

リ．公立の保育所・幼稚園 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 保育所の設置や経営主体のあり方につきましては、保育の実施主体である

市町村が、地域の実情に応じて、適切に判断されるべきものと考えておりま

す。 

 

○ また、保育料の負担のあり方や水準については、公定価格を所管する国に

おいて、検討・実施すべきものです。 

 

○ 令和元年 10 月に始まった幼児教育・保育の無償化により、３歳から５歳

までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもにつ

いての幼稚園、保育所、認定こども園の費用が無償化されています。 

 

○ 府としては、０歳から２歳児のすべての世帯を対象とし、幼児教育・保育

の完全無償化を実現することについて、引き続き国に要望してまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 

 



 - 171 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完備し、内容

を充実し、低料金または無料にすること。 

リ．公立の保育所・幼稚園 

 

（回答） 

○ 幼稚園は、地域に密着した教育機関であることから、地域の実情に応じてその充実が

図られてきたところであり、就園保障については、一義的には市町村において総合的な

観点からの有効な方策を確立していただくことが望ましいと考えています。 

 

○ 府教育庁においては、今後とも、「幼児教育推進指針」や「市町村教育委員会に対する

指導・助言事項」を通して、市町村教育委員会に対して、地域における幼児教育の充実

が図られるよう働きかけてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 市町村教育室 小中学校課 

 

 



 - 172 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

２．公営住宅の建て替えなどに伴う余剰地など、住民の身近な所で施設を完

備し、内容を充実し、低料金または無料にすること。 

ヌ．公設浴場をつくり、公衆浴場には補助を行うこと。 

（回答）※下線部について回答 

○ 公衆浴場への補助については、大阪府の厳しい財政状況下において、新た

な補助制度を設けることは困難ですが、現在、本府においては、一般公衆浴

場の営業者が日本政策金融公庫から受けた設備資金の融資に対する利子補給

制度を設けています。 

 

○ 今後とも、本制度を通じて、公衆浴場の設備充実を支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 

 

 



 - 173 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

３．公共施設の利用料金を引き下げること。 

 

（回答） 

○ 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の管理・運営

については、指定管理者制度を導入しており、同センターの利用料金の額は、

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例でその上限金額を定め、その額

の範囲内で知事の承認を得て指定管理者が定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

府民文化部 男女参画・府民協働課 

 

 

 



 - 174 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

３．公共施設の利用料金を引き下げること。 

 

（回答） 

 

○ 利用料金については、大阪府立労働センター条例に基づき、指定管理者が

府と協議の上、適切な金額を定めております。 

 

 

 

（回答部局課名） 

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 

 

 



 - 175 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

 ４．公的責任で無料駐輪場をつくること。 

 

（回答） 

○ 駐輪場については、地域における自転車等の駐車対策を目的に、「自転車の

安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」及び各

市町村の条例に基づき、市町村や鉄道事業者、商業事業者等が自転車等駐車

場の設置、運営を行っています。 

○ 府としても、市町村から要請があった場合には、必要に応じ協力してまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 交通戦略室 交通計画課 

 

 

 



 - 176 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

５．ゴミ回収の有料化をしないこと。 

 

（回答） 

 

○ 一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が収

集、運搬及び処分をしなければならないこととされています。従って、ごみ

回収の有料化についても、市町村が判断するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課 

 

 



 - 177 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

６．地域住民からの要望に基づき防犯灯を設置すること。 

 

（回答） 

 

○ LED化も含め、防犯灯の設置は、犯罪抑止に高い効果があると考えており

ますが、これら防犯環境の整備は、地域防犯の観点から、地域の安全安心を

担う基礎自治体である市町村において設置が進められるものと認識しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

危機管理室 治安対策課 

 

 



 - 178 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

１９．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

７．バリアフリー化を徹底すること。 

（回答） 

○ 大阪府では、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推

進するため、「大阪府福祉のまちづくり条例（以下「条例」という。）」におい

て、建築物や道路等を対象にバリアフリー基準を定め、基準への適合を求め

るなど、まちのバリアフリー化を促進しています。 

 

○ また、施設の設計や維持管理時における望ましいバリアフリー基準等をま

とめたガイドラインを策定・公表し、設計者や事業者への普及啓発に努めて

います。 

 

○ 引き続き、府民の皆様や事業者の皆様のご協力を得ながら、条例が目指し

ている社会が実現するよう取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

都市整備部 住宅建築局 建築環境課 

 

 

 

 



 - 179 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

19．すみよい街づくりについて 

（４）街づくりについて 

８．地域の公園・樹木・街路樹の管理・整備に予算措置を講じること。 

 

（回答） 

○ 府営公園は、子どもからお年寄りまでの幅広い世代の方々に、自然とのふ

れあいや、スポーツ・レクリエーション、健康づくりなどの場として活用さ

れています。 

 

○ また、府が管理する公園の樹木や街路樹は、緑陰形成や景観の向上、ヒー

トアイランド対策など、都市環境において重要な役割を果たしています。 

 

○ 今後とも、子どもをはじめ、誰もが安全に遊べ、交流できる府営公園の整

備・管理を進めるとともに、公園の樹木や街路樹を適切に維持管理していき

ます。 

（回答部局課名） 

都市整備部 公園課 

      

 



 - 180 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

２２．全住民を対象とした無料の健康診断を行い、新型コロナウイルス、伝染

病など流行病に対する検疫や検査、予防接種は無料でおこなうこと。 

 

（回答）※下線部について回答 

 

○ 新型コロナウイルス感染症による発熱等の患者に対する検査については、

抗原検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、国の方針に

基づき、５類化後の自己負担分の公費支援を終了しております。 

 

○ 現在、65歳以上の高齢者等を対象に実施されている新型コロナウイルス感

染症等の定期接種の費用については、市町村の支弁とされていることから、

府独自の財政支援は想定しておりません。 

 

○ 定期接種の実施主体は市町村であるものの、府としても、現在、定期接種

となっている新型コロナウイルス感染症等のワクチン接種について、被接種

者の費用負担がより低減されるよう、今後も国に対し、必要な財政支援を要

望してまいります。 

 

○ なお、予防接種法上の対象疾病や接種対象者等に該当しない、いわゆる任

意接種については、個人予防として自らの判断で接種を行うものであり、府

として接種費用を支援することは困難であると考えます。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 

 

 

 



 - 181 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

２３．「非核平和都市宣言」をして平和の推進に貢献し、被爆者の生活・医療を

完全に保障すること。 

 

 

（回答） ※下線部について回答 

 

○ 核兵器の廃絶と恒久平和の実現は、人類共通の願いです。 

先の大戦では300万余の同胞の命が、また、我が国が戦火を交えた国々の

数知れぬ命が失われました。二度と戦争の惨禍を繰り返さないため、戦争の

悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくことは、私たちの重要な責務で

す。 

大阪府では、このような認識のもと、平和に対する基本理念と施策推進の

方向を示した「大阪平和ビジョン」及び大阪府議会が核兵器の廃絶と世界の

恒久平和を願って決議した「国際平和都市・大阪」宣言に基づき、平和施策

推進に努めており、ピースおおさかを拠点として、積極的に平和に関する情

報を発信しています。 

今後とも、ピースおおさかを通じて平和施策の推進に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

府民文化部 人権局 人権企画課 

 

 

 



 - 182 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名 （全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

23．「非核平和都市宣言」をして平和の推進に貢献し、被爆者の生活・医療を

完全に保障すること。 

 

（回答）※下線部について回答 

 

○ 原爆被爆者の方々に対しましては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律」により、各種手当の支給、健康診断の実施、医療費の給付など、保

健・医療・福祉にわたる総合的な援護対策が講じられております。 

 

○ 本府といたしましては、これら国の援護施策を着実に運用するとともに、

被爆者の方々が介護サービスの一部を利用した際の自己負担分を助成する

介護保険利用等助成事業、地域で暮らす被爆者の方々への健康相談事業や生

活支援事業などを実施し、被爆者の方々の生活と福祉の向上に努めてまいり

ます。 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 

 

 



 - 183 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

２４．人権啓発推進の名による同和行政の存続をやめ、差別を固定化する「大

阪府人権尊重の社会づくり」条例は廃止すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府における特別措置としての同和対策事業は、平成 13 年の府同和対

策審議会答申を踏まえ、平成 13 年度末で終了し、以降は、一般施策により

同和問題の解決に向けて適切に取り組んできたところです。 

  平成 28 年 12 月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律では、

現在もなお部落差別が存在することなどを踏まえ、部落差別は許されないも

のであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であるとされてい

ます。 

  同和問題の解決に向けた施策については、この法律及び附帯決議を踏まえ、

取り組んでまいります。 

また、平成10年 11月、人権尊重の重要性を明確に示すとともに、今後の

人権施策推進の枠組みをつくり上げることを定めた「大阪府人権尊重の社会

づくり条例」を施行し、平成 13 年 3 月には、同条例に基づき、府政推進の

基本理念と今後の人権施策の基本方向を示した「大阪府人権施策推進基本方

針」を策定し、それに基づいた施策に取り組んでまいりました。 

令和元年 10 月には同条例を改正し、複雑多様化する人権課題への対応や

国際都市にふさわしい環境整備をはかるため、その担い手である府民や事業

者の理解と協力に係る規定を整備するとともに、近年の社会情勢や価値観の

変化を踏まえ、令和３年12月に基本方針の変更を行いました。 

今後とも、同条例及び基本方針に基づき、府民、ＮＰＯ、事業者の皆様や

市町村と連携・協力しながら、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の

実現に取り組んでまいります。 

 

 

（回答部局課名） 

府民文化部 人権局 人権企画課（波線部について回答） 

府民文化部 人権局 人権擁護課（傍線部について回答） 

 



 - 184 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

２５．行政手続き法の施行及び各自治体の条例化に基づき、自治体として各制

度の手続きを明定化すること。 

 

 

（回答） 

○ 本府におきましては、行政手続法並びに大阪府行政手続条例に基づき、 

・申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基

準を策定 

・不利益処分における聴聞等を実施 

・行政指導について、指導の共通する事項を行政指導の指針として策定 

・審査基準、処分基準及び行政指導の指針を関係窓口や府政情報センターに

おいて府民の閲覧に供するとともに、府のホームページにおいても公表す

る等、行政の公正性の確保と透明性の向上に努めております。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 法務課 

 

 

 



 - 185 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

２６．大阪市の権限を大阪府が奪う「広域一元化条例」は廃止すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、令和３年４月１日に大阪府及び大阪市における一体的な行政

運営の推進に関する条例を施行したところです。この条例は、副首都推進本

部（大阪府市）会議を設置し、大阪の成長・発展に向けた基本的な方針等を

協議することや、府市の一体的な行政運営のために必要な手法を検討し最適

なものを選択していくことなどを定めているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

副首都推進局 

 



 - 186 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

２７．「教育行政基本条例」「職員基本条例」「職員の政治的行為の制限に関する

条例」を廃止すること。 

 

（回答） 

○ 職員基本条例については、優れた政策立案能力を持ち、自律的な職員を育

成するとともに、能力と実績に応じた人事を徹底することで、意欲と誇りに

あふれる職員が府民のために全力を尽くすことができる組織の実現を目指し

て制定したものです。 

また、職員の政治的行為の制限に関する条例については、将来に向けての

不適正な行為を防止することにより、職員の政治的中立性について府民に誤

解を生じさせることがないよう、一定のルールを明確にするため制定したも

のです。 

  いずれの条例も、その趣旨を踏まえ、引き続き、適切に運用してまいりた

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 人事課 

 

 

 

 

 



 - 187 - 

様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

27．「教育行政基本条例」「職員基本条例」「職員の政治的行為の制限に関する

条例」を廃止すること。 

 

（回答）※下線部所管外として回答 

○ 教育行政基本条例は、平成 24 年３月、府の教育行政の仕組みに関するル

ールを定めるものとして府立学校条例とともに議会で可決・制定されました。 

 

○ 府教育庁としましては、条例に基づき、保護者及び地域住民その他府民の

ニーズを踏まえつつ、子どもたちにとって将来にわたって必要となる力を育

む教育の振興に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

教育庁 教育総務企画課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

28．大阪府は、オスプレイの配備・受入れを行わないこと。 

（回答） 

○ 国の安全保障・外交は、一義的には政府の専管事項であり、米軍及び自衛

隊の活動や配備に係る計画の必要性は日本政府が判断するものと考えます。 

 

○ 大阪府としては、国において何らかの決定がなされ府に要請があった場合

には、市町村ともしっかりと協議し対応していきます。 

（回答部局課名） 

政策企画部 政策企画総務課 

政策企画部 秘書課 

才作企画部 企画室 政策課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

2９.大阪府は府庁舎を災害に弱い咲洲庁舎から撤退し、大手前庁舎に戻すこと。 

 

（回答） 

○ 咲洲庁舎については、平成２８年９月の府戦略本部会議において、長周期

地震動に対する耐震性の確保と空きスペースの活用に、最優先で取り組むこ

とが決定されました。 

この方針に基づき、令和２年２月から令和４年３月にかけて長周期地震動

対策工事を実施しました。 

今後も、方針に従って、有効活用の促進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 庁舎室 庁舎整備課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

30．自衛官募集や自衛隊の催しに自治体は協力しないこと。募集事務に係る対

象者情報の提供については、個人情報保護の観点からやめること。除外申

請の広報・周知を行うこと。 

 

（回答）※下線部所管外として回答 

○ 自衛官の募集に関する事務については、自衛隊法第97条第1項および同 

法施行令で都道府県知事がその一部を行う旨が規定されており、大阪府では 

自衛官募集に関する採用試験の告示等を実施しています。 

 

○ これらは、法律・政令により事務処理が必ず義務付けられている法定受託 

事務として実施しているため、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

（回答部局課名） 

総務部 市町村局 行政課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３１．個人情報漏洩の恐れがあり、大企業の利益のための自治体 DX の推進は

やめること。 

（回答）※下線部について回答 

○ 本府においては、情報セキュリティの確保等に留意しながら、府庁 DX を

推進しています。 

 

○ また、大阪府や府内市町村のネットワークとインターネットの接続点で通

信を監視しサイバー攻撃を排除する仕組みや府内市町村のセキュリティ担当

者向け研修等の実施など、複合的な情報セキュリティ対策を実施していると

ころです。 

 

○ 今後も、府内市町村において、効果的な情報セキュリティ対策が十分に行

われるよう、引き続き支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

財務部 行政DX企画課（波線部について回答） 

スマートシティ戦略部 戦略推進室 地域戦略推進課（二重下線部について回

答） 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（ 全大阪生活と健康を守る会連合会 ） 

 

（要望項目） 

32．国に要求すること 

8．原発を廃止し、自然エネルギーに転換すること。公的施設に太陽光パネル

をつけること。 

 

（回答） 

 

○ 原発については、使用済み核燃料の処分問題がいまだ未解決であるといっ

た課題を踏まえると、その依存度を可能な限り低下させるべきと考えます。 

府としては、引き続き、国や電力会社に必要な提案を行いつつ、「おおさか

スマートエネルギープラン」に基づき、再生可能エネルギーの普及拡大など、

自治体として取り組むべきことを着実に実施していきます。 

公共施設における太陽光パネルの設置については、屋根・土地貸し方式に

より設置を進めるとともに、国の再生可能エネルギー等導入推進基金を活用

し、地域の防災活動の拠点となる府有施設や府内市町村施設への導入を積極

的に支援してきたところです。今後とも、関係部局や市町村とも連携し、公

共施設への太陽光パネルの設置を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３２．国に要求すること 

９．環境基本法は、実効あるものとすること。NOx、CO2の削減対策を強化

し環境基準を早期に達成すること。公害健康被害補償法を復活すること。 

（回答） 

 

○ 国においては、環境基本法に基づき環境基本計画が策定され、各種施策が

実施されており、本府においては、「2030大阪府環境総合計画」に基づき各

種施策を推進しております。 

○ 大阪府域の二酸化窒素濃度は緩やかに減少しており、平成 22 年度～令和

６年度は一般環境大気測定局・自動車排出ガス測定局とも全ての測定局で環

境基準を達成しています。 

○ 大気汚染と健康との関係については、国等の調査によっても、まだ十分解

明されておりませんが、引き続き府としても情報の収集に努めていきます。 

 

（回答部局課名） 

環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 

環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

３２．国に要求すること 

10．アスベスト、ダイオキシン、PFASなどの規制条例を制定し、大気汚染、

水質汚染対策を強化すること。 

（回答） 

 

○ アスベストについては、従前から「大阪府生活環境の保全等に関する条例」

（以下「生環条例」という。）に基づき規制しており、大気汚染防止法に比べ

対象建材を広げる等、建築物の解体等工事におけるアスベスト飛散防止に努

めてきました。また、大気汚染防止法の改正の都度、府内の現状に即した内

容となるよう生環条例を改正しています。 

○ ダイオキシン類の排出削減対策については、平成 12 年１月に施行された

「ダイオキシン類対策特別措置法」（以下「ダイオキシン法」という。）に基

づき、排出基準の遵守や施設の適切な維持管理等について指導を行っていま

す。また、ダイオキシン法に基づき事業者から報告されるダイオキシン類の

測定結果及び大阪府が実施している大気質、水質などの環境監視結果につい

ては毎年公表しています。 

○ PFASについては、府内でも、河川において、指針値を超過するPFOA等

が検出される事例が確認されており、その多くの原因が不明であることから、

国に対して、PFOA 等の環境の汚染にかかる評価値の設定や環境中の挙動等

について明らかにし、汚染原因の究明や濃度低減等の対策について具体的な

方法を示すよう要望しています。 

 

（回答部局課名） 

環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 

環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 
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様式 ２ 

 

回      答 

 

団体名（全大阪生活と健康を守る会連合会） 

 

（要望項目） 

32．国に要求すること 

11．地球温暖化対策を講じること。 

 

（回答） 

 

○ 地球温暖化対策については、すべての主体が気候危機の認識と脱炭素社会

の将来像を共有し、これまでの延長線上にない対策に取り組み、持続可能な

経済成長の実現につなげることが重要と考えます。 

 府としては、2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロの将来像を見通しつつ、

2030年度の削減目標の確実な達成をめざし、「あらゆる主体の意識改革・行

動喚起」、「事業者における脱炭素化に向けた取組促進」、「CO2排出の少ない

エネルギーの利用促進」などに取り組むこととした「大阪府地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」を令和３年３月に策定しました。 

  さらに令和４年度には、全庁一丸で関連施策を強力に推進するため、おお

さかカーボンニュートラル推進本部を設置し、事業者向けの脱炭素経営支援

パッケージを打ち出すなどの取組を進めています。今後とも、必要に応じて

国への要望を行うとともに、関係部局や市町村と連携し、地球温暖化対策に

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 

 

 

 

 


